
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

電話 ０３－３５８１－３７１９（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp 

「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の改定案及び「企業結合審査

の手続に関する対応方針」の改定案に対する意見募集について 

令和元年１０月４日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，企業結合審査における独占禁止法の適用の考え方を示す

ものとして「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」（平成１６年５月３

１日公表。以下「企業結合ガイドライン」という。）を策定し，また，企業結合

計画に係る審査の手続を明らかにするものとして「企業結合審査の手続に関す

る対応方針」（平成２３年６月１４日公表。以下「企業結合手続対応方針」とい

う。）を策定しているところです。 

近年，デジタル分野の企業結合案件に的確に対応する必要性が高まってきて

いること等から，成長戦略実行計画（令和元年６月２１日閣議決定）等を踏まえ，

別紙１及び２のとおり，企業結合ガイドライン及び企業結合手続対応方針の改

定案を作成しました。 

つきましては，本改定案（別紙１及び２）について，下記のとおり関係各方面

から意見を募集いたします。 

記 

１ 資料入手方法 

⑴ 電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載

⑵ 公正取引委員会のホームページに掲載

⑶ 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課（東京都），各地方事務所

（札幌市，仙台市，名古屋市，大阪市及び福岡市）及び支所（広島市及び高

松市）並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室（那覇市）において供

覧 

２ 意見提出方法 

住所，氏名（法人又は団体の場合は，主たる事業所の所在地，名称及び意見

提出者の氏名）及び連絡先（電話番号，ＦＡＸ番号又は電子メールアドレス）

を明記の上，次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話に



よる意見は受理いたしかねますので，その旨御了承願います。 

＜電子政府の総合窓口（e-Gov）意見提出フォームの場合＞ 

 「パブリックコメント：意見募集中案件詳細」の画面の「意見提出フォー

ムへ」のボタンをクリックし，「パブリックコメント：意見提出フォーム」

から提出を行ってください。 

＜電子メールの場合＞ 

電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。 

添付ファイルやＵＲＬへのリンクによる意見は受理いたしかねますので，

その旨御了承願います。 

メールアドレス：kiketsukaisei2019-○-jftc.go.jp（迷惑メール防止の

ため，アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メール送信の際

には「@」に置き換えて利用してください。）  

（注）電子メールの件名を「企業結合ガイドライン案等に対する意見」と

明記してください。 

＜ＦＡＸの場合＞ 

宛先を「企業結合課 企業結合ガイドライン案等担当」と明記してくださ

い。 

宛先のない意見は受理いたしかねますので，その旨御了承願います。 

ＦＡＸ番号：０３－３５８１－５７７１ 

（注）送信票の件名を「企業結合ガイドライン案等に対する意見」と明記

してください。 

＜郵送の場合＞ 

〒100-8987 東京都千代田区霞が関１－１－１ 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 

公正取引委員会事務総局 経済取引局 企業結合課 

企業結合ガイドライン案等担当 宛て 

３ 意見提出期限 

令和元年１１月５日（火）１８：００必着 

４ 意見提出上の注意 

寄せられた意見につきましては，住所，氏名，電話番号，ＦＡＸ番号及び電

子メールアドレスを除き，公表することがあります。また，意見に対して個別



に回答はいたしかねますので，その旨御了承願います。 

なお，御記入いただいた住所，氏名，電話番号，ＦＡＸ番号及び電子メール

アドレスは，御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡の

ために利用するものであり，この連絡以外の目的では利用いたしません。 



企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針（平成１６年５月３１日公正取引委員会）：企業結合ガイドライン 

企業結合審査の手続に関する対応方針（平成２３年６月１４日公正取引委員会）：企業結合手続対応方針 

「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」の改定案及び 

「企業結合審査の手続に関する対応方針」の改定案の概要 

近年，デジタル分野の企業結合案件に的確に対応する必要性が高まってきていること等か

ら，成長戦略実行計画（令和元年６月２１日閣議決定）等を踏まえ，企業結合ガイドライン

及び企業結合手続対応方針を改定。 

経緯・趣旨 

１ 一定の取引分野 

○ デジタルサービスの特徴である多面市場の場合の一定の取引分野の画定の考え方を明

記（P７）。 

○ 価格ではなく品質等を手段とした競争が行われている場合の一定の取引分野の画定の

考え方を明記（P８）。 

○ デジタルサービス等に係る企業結合事案における一定の取引分野の画定の際の考慮事

項を明記（P10，13）。 

２ 競争の実質的制限 

○ デジタルサービスの特徴（多面市場，ネットワーク効果，スイッチングコスト等）を

踏まえた競争分析の考え方を明記（P23，29）。 

○  研究開発を行っている企業が企業結合を行う場合の考え方を明記（P22～23）。 

○ 垂直型・混合型企業結合の考え方について，最近の審査結果を踏まえ詳細に記述しつ

つ，デジタル・プラットフォーマー等が重要なデータ等を有するスタートアップ企業等

を買収する場合の考え方を明記。 

・  データが市場で取引されている場合の他社へのデータ提供拒否（P41） 

・  買収されるスタートアップ企業等の新規参入の可能性の消滅（P52～53） など 

〇 複数事業者による競争を維持することが困難な場合の考え方について明記（P30）。 

企業結合ガイドラインの改定のポイント

○ 被買収会社の国内売上高等に係る金額のみが届出基準を満たさない企業結合計画（届出

不要企業結合計画）であっても，買収に係る対価の総額が大きく，かつ，国内の需要者に

影響を与えると見込まれる場合には，当事会社に資料等の提出を求め，企業結合審査を行

う旨を明記（P３～４）。 

〇 届出不要企業結合計画について，買収に係る対価の総額が４００億円を超えると見込ま

れ，かつ，以下の①から③のいずれかを満たすなど当該届出不要企業結合計画が国内の需

要者に影響を与えると見込まれる場合には，当該届出不要企業結合計画の当事会社は，公

正取引委員会に相談することが望まれる旨を明記（P４～５）。 

  ① 被買収会社の事業拠点や研究開発拠点等が国内に所在する場合 

  ② 被買収会社が日本語のウェブサイトを開設したり，日本語のパンフレットを用いる

など，国内の需要者を対象に営業活動を行っている場合 

  ③ 被買収会社の国内売上高合計額が１億円を超える場合 
（相談がない場合は，公正取引委員会は当事会社に資料等の提出を求め，企業結合審査を行う旨を明記。）

企業結合手続対応方針の改定のポイント 
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別紙１ 

「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」新旧対照表 

下線部が変更箇所 

改 定 後 現 行 

企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針 

平成１６年５月３１日

公 正 取 引 委 員 会

改定 平成１８年５月 １日

改定 平成１９年３月２８日

改定 平成２１年１月 ５日

改定 平成２２年１月 １日

改定 平成２３年６月１４日

改定 令和 元年●月 ●日

はじめに 

 独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）。以下

「法」という。）第４章は，会社の株式（社員の持

分を含む。以下同じ。）の取得若しくは所有（以下

「保有」という。）（法第 10 条），役員兼任（法第

13 条），会社以外の者の株式の保有（法第 14 条）

又は会社の合併（法第 15 条），共同新設分割若し

くは吸収分割（法第 15 条の２），共同株式移転（法

第 15条の３）若しくは事業譲受け等（法第 16 条）

（以下これらを「企業結合」という。）が，一定の

取引分野における競争を実質的に制限することと

なる場合及び不公正な取引方法による企業結合が

行われる場合に，これを禁止している。禁止され

る企業結合については，法第 17条の２の規定に基

づき，排除措置が講じられることになる。 

 公正取引委員会は，企業結合が一定の取引分野

における競争を実質的に制限することとなるか否

かについての審査（以下この審査を「企業結合審

査」という。）に関し，平成 10年 12 月 21 日，「株

式保有，合併等に係る『一定の取引分野における

企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針 

平成１６年５月３１日

公 正 取 引 委 員 会

改定 平成１８年５月 １日

改定 平成１９年３月２８日

改定 平成２１年１月 ５日

改定 平成２２年１月 １日

改定 平成２３年６月１４日

はじめに 

 独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）。以下

「法」という。）第４章は，会社の株式（社員の持

分を含む。以下同じ。）の取得若しくは所有（以下

「保有」という。）（法第 10 条），役員兼任（法第

13 条），会社以外の者の株式の保有（法第 14 条）

又は会社の合併（法第 15 条），共同新設分割若し

くは吸収分割（法第 15 条の２），共同株式移転（法

第 15条の３）若しくは事業譲受け等（法第 16 条）

（以下これらを「企業結合」という。）が，一定の

取引分野における競争を実質的に制限することと

なる場合及び不公正な取引方法による企業結合が

行われる場合に，これを禁止している。禁止され

る企業結合については，法第 17条の２の規定に基

づき，排除措置が講じられることになる。 

 公正取引委員会は，企業結合が一定の取引分野

における競争を実質的に制限することとなるか否

かについての審査（以下この審査を「企業結合審

査」という。）に関し，平成 10年 12 月 21 日，「株

式保有，合併等に係る『一定の取引分野における
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競争を実質的に制限することとなる場合』の考え

方」を公表し，その考え方を明らかにしてきたと

ころであるが，これまでの公正取引委員会の企業

結合審査の経験を踏まえ，企業結合審査に関する

法運用の透明性を一層確保し，事業者の予測可能

性をより高めるため，「企業結合審査に関する独占

禁止法の運用指針」（以下「本運用指針」という。）

を策定することとした。 

また，公正取引委員会では，届出を受理した事

案等のうち，企業結合を計画している事業者の参

考に資すると思われる事案については，その審査

内容を公表してきているところ，今後とも，企業

結合審査の予見可能性及び透明性を確保する観点

から，公表の充実を図っていくこととしている。

企業結合を計画する場合には，本運用指針だけで

なく，過去の事案の審査結果についても参照すべ

きものと考えられる。 

 本運用指針は，まず，第１において，企業結合

審査の対象となる企業結合の類型を示すととも

に，第２において，一定の取引分野を画定するに

当たっての判断基準を示し，第３において，「競争

を実質的に制限することとなる」の意義を明らか

にしている。さらに，第４，第５及び第６におい

て，企業結合の類型等に応じて競争を実質的に制

限することとなるか否かの検討の枠組みと判断要

素を示し，第７において競争を実質的に制限する

こととなる企業結合の問題を解消する措置につい

て例示している。 

 公正取引委員会は，法第４章の規定に基づく届

出の対象となるか否かにかかわらず，本運用指針

に即して企業結合審査を行い，法第４章の規定に

照らして，個々の事案ごとに，当該企業結合が一

定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなるか否かを判断する。 

 なお，本運用指針の策定に伴い，「株式保有，合

併等に係る『一定の取引分野における競争を実質

的に制限することとなる場合』の考え方」（平成 10

年 12 月 21 日公正取引委員会。平成 13 年４月１日

競争を実質的に制限することとなる場合』の考え

方」を公表し，その考え方を明らかにしてきたと

ころであるが，これまでの公正取引委員会の企業

結合審査の経験を踏まえ，企業結合審査に関する

法運用の透明性を一層確保し，事業者の予測可能

性をより高めるため，「企業結合審査に関する独占

禁止法の運用指針」（以下「本運用指針」という。）

を策定することとした。 

また，公正取引委員会では，届出を受理した事

案等のうち，企業結合を計画している事業者の参

考に資すると思われる事案については，その審査

内容を公表してきているところ，今後とも，企業

結合審査の予見可能性及び透明性を確保する観点

から，公表の充実を図っていくこととしている。

企業結合を計画する場合には，本運用指針だけで

なく，過去の事案の審査結果についても参照すべ

きものと考えられる。 

 本運用指針は，まず，第１において，企業結合

審査の対象となる企業結合の類型を示すととも

に，第２において，一定の取引分野を画定するに

当たっての判断基準を示し，第３において，「競争

を実質的に制限することとなる」の意義を明らか

にしている。さらに，第４及び第５において，企

業結合の類型等に応じて競争を実質的に制限する

こととなるかどうかの検討の枠組みと判断要素を

示し，第６において競争を実質的に制限すること

となる企業結合の問題を解消する措置について例

示している。 

 公正取引委員会は，法第４章の規定に基づく届

出の対象となるか否かにかかわらず，本運用指針

に即して企業結合審査を行い，法第４章の規定に

照らして，個々の事案ごとに，当該企業結合が一

定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなるかどうかを判断する。 

 なお，本運用指針の策定に伴い，「株式保有，合

併等に係る『一定の取引分野における競争を実質

的に制限することとなる場合』の考え方」（平成 10

年 12 月 21 日公正取引委員会。平成 13 年４月１日
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付けの追補を含む。）は，廃止する。 

第１ 企業結合審査の対象 

 法第４章は，一定の取引分野における競争を

実質的に制限することとなる場合には，企業結

合を禁止している。これは，複数の企業が株式

保有，合併等により一定程度又は完全に一体化

して事業活動を行う関係（以下「結合関係」と

いう。）が形成・維持・強化されることにより，

市場構造が非競争的に変化し，一定の取引分野

における競争に何らかの影響を及ぼすことに着

目して規制しようとするものである。したがっ

て，複数の企業間で株式保有又は役員兼任が行

われても，当該複数の企業が引き続き独立の競

争単位として事業活動を行うとみられる場合，

従来から結合関係にあったものが合併して単に

組織変更したにすぎない場合などについては，

市場における競争への影響はほとんどなく，法

第４章の規定により禁止されることは，まず想

定し難い。 

 以下では，どのような場合が企業結合審査の

対象となる企業結合であるのかを，行為類型ご

とに明らかにする。 

 なお，第１において，企業結合を行う会社を

「当事会社」という。 

１ 株式保有 

(1) 会社の株式保有 

ア （略） 

イ 前記ア以外の場合については，通常，

企業結合審査の対象とはならない場合が

多いと考えられるが，次に掲げる事項を

考慮して結合関係が形成・維持・強化さ

れるか否かを判断する。ただし，議決権

保有比率（株式発行会社の総株主の議決

権に占める株式所有会社の保有する株式

付けの追補を含む。）は，廃止する。 

第１ 企業結合審査の対象 

 法第４章は，一定の取引分野における競争を

実質的に制限することとなる場合には，企業結

合を禁止している。これは，複数の企業が株式

保有，合併等により一定程度又は完全に一体化

して事業活動を行う関係（以下「結合関係」と

いう。）が形成・維持・強化されることにより，

市場構造が非競争的に変化し，一定の取引分野

における競争に何らかの影響を及ぼすことに着

目して規制しようとするものである。したがっ

て，複数の企業間で株式保有又は役員兼任が行

われても，当該複数の企業が引き続き独立の競

争単位として事業活動を行うとみられる場合，

従来から結合関係にあったものが合併して単に

組織変更したにすぎない場合などについては，

市場における競争への影響はほとんどなく，法

第４章の規定により禁止されることは，まず想

定し難い。 

 以下では，どのような場合が企業結合審査の

対象となる企業結合であるのかを，行為類型ご

とに明らかにする。 

１ 株式保有 

(1) 会社の株式保有 

ア （略） 

イ 前記ア以外の場合については，通常，

企業結合審査の対象とはならない場合が

多いと考えられるが，次に掲げる事項を

考慮して結合関係が形成・維持・強化さ

れるか否かを判断する。ただし，議決権

保有比率（株式発行会社の総株主の議決

権に占める株式所有会社の保有する株式
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に係る議決権の割合をいう。以下同じ。）

が10％以下又は議決権保有比率の順位が

第４位以下のときは，結合関係が形成・

維持・強化されず，企業結合審査の対象

とならない。 

(ｱ) 議決権保有比率の程度 

(ｲ) 議決権保有比率の順位，株主間の議

決権保有比率の格差，株主の分散の状

況その他株主相互間の関係 

(ｳ) 株式発行会社が株式所有会社の議決

権を有しているかなどの当事会社相互

間の関係 

(ｴ) 一方当事会社の役員又は従業員が，

他方当事会社の役員となっているか否

かの関係 

(ｵ) 当事会社間の取引関係（融資関係を

含む。） 

(ｶ) 当事会社間の業務提携，技術援助そ

の他の契約，協定等の関係 

(ｷ) 当事会社と既に結合関係が形成され

ている会社を含めた上記(ｱ)～(ｶ)の事

項 

ウ 共同出資会社（２以上の会社が，共通

の利益のために必要な事業を遂行させる

ことを目的として，契約等により共同で

設立し，又は取得した会社をいう。以下

同じ。）の場合は，当事会社間の取引関係，

業務提携その他の契約等の関係を考慮し

て企業結合審査の対象となる企業結合で

あるか否かを判断する（共同出資会社の

場合には，共同出資している株式所有会

社相互間には，直接の株式所有関係はな

くとも，共同出資会社を通じて間接的に

結合関係が形成・維持・強化されること

となる。また，共同出資会社の設立に当

たり株式所有会社同士の事業活動が共同

化する場合には，そのこと自体競争に影

響を及ぼすことにも着目する（後記第４

に係る議決権の割合をいう。以下同じ。）

が10％以下又は議決権保有比率の順位が

第４位以下のときは，結合関係が形成・

維持・強化されず，企業結合審査の対象

とならない。 

(ｱ) 議決権保有比率の程度 

(ｲ) 議決権保有比率の順位，株主間の議

決権保有比率の格差，株主の分散の状

況その他株主相互間の関係 

(ｳ) 株式発行会社が株式所有会社の議決

権を有しているかなどの当事会社相互

間の関係 

(ｴ) 一方の当事会社の役員又は従業員

が，他方の当事会社の役員となってい

るか否かの関係 

(ｵ) 当事会社間の取引関係（融資関係を

含む。） 

(ｶ) 当事会社間の業務提携，技術援助そ

の他の契約，協定等の関係 

(ｷ) 当事会社と既に結合関係が形成され

ている会社を含めた上記(ｱ)～(ｶ)の事

項 

ウ 共同出資会社（２以上の会社が，共通

の利益のために必要な事業を遂行させる

ことを目的として，契約等により共同で

設立し，又は取得した会社をいう。以下

同じ。）の場合は，当事会社間の取引関係，

業務提携その他の契約等の関係を考慮し

て企業結合審査の対象となる企業結合で

あるか否かを判断する（共同出資会社の

場合には，共同出資している株式所有会

社相互間には，直接の株式所有関係はな

くとも，共同出資会社を通じて間接的に

結合関係が形成・維持・強化されること

となる。また，共同出資会社の設立に当

たり株式所有会社同士の事業活動が共同

化する場合には，そのこと自体競争に影

響を及ぼすことにも着目する（後記第４
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の２(1)ウ及び３(1)エ参照）。）。 

（図１） 

(2)～(4) （略） 

２～５ （略） 

６ 事業譲受け等 

(1)～(4) （略） 

(5) 事業の賃借等 

事業の賃借（賃借人が賃借した事業を自

己の名及び自己の計算において経営し，賃

貸人に賃借料を支払う賃貸借契約の履行と

して行われる行為をいう。），事業について

の経営の受任（会社が他の会社にその経営

を委託する契約の履行として行われる行為

をいう。）及び事業上の損益全部を共通にす

る契約の締結（２社以上の会社間において，

一定の期間内の事業上の損益全部を共通に

することを約定する契約の締結をいう。）に

ついても，事業等の譲受けに準じて取り扱

うこととする。 

なお，これらの契約の内容いかんによっ

ては，前記(1)で述べることと異なり，各当

事会社と既に結合関係にある会社すべての

間に結合関係が形成・維持・強化される場

合があり得る。 

第２ 一定の取引分野 

第１で企業結合審査の対象となる企業結合に

ついては，当該企業結合により結合関係が形成・

維持・強化されることとなるすべての会社（以

の２(1)ウ及び３(1)エ参照）。）。 

(2)～(4) （略） 

２～５ （略） 

６ 事業譲受け等 

(1)～(4) （略） 

(5) 事業の賃借等 

事業の賃借（賃借人が賃借した事業を自

己の名及び自己の計算において経営し，賃

貸人に賃借料を支払う賃貸借契約の履行と

して行われる行為をいう。），事業について

の経営の受任（会社が他の会社にその経営

を委託する契約の履行として行われる行為

をいう。）及び事業上の損益全部を共通にす

る契約の締結（２社以上の会社間において，

一定の期間内の事業上の損益全部を共通に

することを約定する契約の締結をいう。）に

ついても，事業等の譲受けに準じて取り扱

うこととする。 

なお，これらの契約の内容いかんによっ

ては，前記(1)で述べることと異なり，両当

事会社と既に結合関係にある会社すべての

間に結合関係が形成・維持・強化される場

合があり得る。 

第２ 一定の取引分野 

第１で企業結合審査の対象となる企業結合に

ついては，当該企業結合により結合関係が形成・

維持・強化されることとなるすべての会社（以
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下「当事会社グループ」という。また，以下単に

「当事会社」という場合，企業結合を行う一方

の会社に，当該会社とその時点で結合関係が形

成されているすべての会社を加えた会社群を指

す。）の事業活動について，後記第３～第６の考

え方に従い，当該企業結合が一定の取引分野に

おける競争に与える影響を判断する。 

この場合における一定の取引分野について

は，以下の判断基準によって画定される。 

１ 一定の取引分野の画定の基本的考え方 

一定の取引分野は，企業結合により競争が

制限されることとなるか否かを判断するため

の範囲を示すものであり，一定の取引の対象

となる商品・役務（以下，両者を併せて「商

品」という。また，特に商品について記述す

る場合には「財」，役務について記述する場合

には「サービス」という。）の範囲，取引の地

域の範囲（以下「地理的範囲」という。）等に

関して，基本的には，需要者にとっての代替

性という観点から判断される。 

また，必要に応じて供給者にとっての代替

性という観点も考慮される。 

需要者にとっての代替性をみるに当たって

は，ある地域において，ある事業者が，ある

商品を独占して供給しているという仮定の下

で，当該独占事業者が，利潤最大化を図る目

的で，小幅ではあるが実質的であり，かつ一

時的ではない価格引上げ（注２）（注３）をし

た場合に，当該商品及び地域について，需要

者が当該商品の購入を他の商品又は地域に振

り替える程度を考慮する。他の商品又は地域

への振替の程度が小さいために，当該独占事

業者が価格引上げにより利潤を拡大できるよ

うな場合には，その範囲をもって，当該企業

結合によって競争上何らかの影響が及び得る

範囲ということとなる。 

供給者にとっての代替性については，当該

下「当事会社グループ」という。）の事業活動に

ついて，第３～第５の考え方に従い，当該企業

結合が一定の取引分野における競争に与える影

響を判断する。 

この場合における一定の取引分野について

は，以下の判断基準によって画定される。 

１ 一定の取引分野の画定の基本的考え方 

一定の取引分野は，企業結合により競争が

制限されることとなるか否かを判断するため

の範囲を示すものであり，一定の取引の対象

となる商品の範囲（役務を含む。以下同じ。），

取引の地域の範囲（以下「地理的範囲」とい

う。）等に関して，基本的には，需要者にとっ

ての代替性という観点から判断される。 

また，必要に応じて供給者にとっての代替

性という観点も考慮される。 

需要者にとっての代替性をみるに当たって

は，ある地域において，ある事業者が，ある

商品を独占して供給しているという仮定の下

で，当該独占事業者が，利潤最大化を図る目

的で，小幅ではあるが，実質的かつ一時的で

はない価格引上げ（注２）をした場合に，当

該商品及び地域について，需要者が当該商品

の購入を他の商品又は地域に振り替える程度

を考慮する。他の商品又は地域への振替の程

度が小さいために，当該独占事業者が価格引

上げにより利潤を拡大できるような場合に

は，その範囲をもって，当該企業結合によっ

て競争上何らかの影響が及び得る範囲という

こととなる。 

供給者にとっての代替性については，当該

商品及び地域について，小幅ではあるが，実

質的かつ一時的ではない価格引上げがあった

場合に，他の供給者が，多大な追加的費用や
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商品及び地域について，小幅ではあるが実質

的であり，かつ一時的ではない価格引上げが

あった場合に，他の供給者が，多大な追加的

費用やリスクを負うことなく，短期間（１年

以内を目途）のうちに，別の商品又は地域か

ら当該商品に製造・販売を転換する可能性の

程度を考慮する。そのような転換の可能性の

程度が小さいために，当該独占事業者が価格

引上げにより利潤を拡大できるような場合に

は，その範囲をもって，当該企業結合によっ

て競争上何らかの影響が及び得る範囲という

こととなる。 

また，第三者にサービスの「場」を提供し，

そこに異なる複数の需要者層が存在する多面

市場を形成するプラットフォームの場合，基

本的に，それぞれの需要者層ごとに一定の取

引分野を画定し，後記第４の２(1)キのとおり

多面市場の特性を踏まえて企業結合が競争に

与える影響について判断する。 

なお，一定の取引分野は，取引実態に応じ，

ある商品の範囲（又は地理的範囲等）につい

て成立すると同時に，それより広い（又は狭

い）商品の範囲（又は地理的範囲等）につい

ても成立するというように，重層的に成立す

ることがある。例えば，プラットフォームが

異なる需要者層の取引を仲介し，間接ネット

ワーク効果（後記第４の２(1)キ参照）が強く

働くような場合には，それぞれの需要者層を

包含した一つの取引分野を重層的に画定する

場合がある。また，当事会社グループが多岐

にわたる事業を行っている場合には，それら

の事業すべてについて，取引の対象となる商

品の範囲及び地理的範囲をそれぞれ画定して

いくこととなる。 

（注２）「小幅ではあるが実質的であり，かつ

一時的ではない価格引上げ」とは，通

常，引上げの幅については５％から１

０％程度であり，期間については１年

リスクを負うことなく，短期間（１年以内を

目途）のうちに，別の商品又は地域から当該

商品に製造・販売を転換する可能性の程度を

考慮する。そのような転換の可能性の程度が

小さいために，当該独占事業者が価格引上げ

により利潤を拡大できるような場合には，そ

の範囲をもって，当該企業結合によって競争

上何らかの影響が及び得る範囲ということと

なる。 

なお，一定の取引分野は，取引実態に応じ，

ある商品の範囲（又は地理的範囲等）につい

て成立すると同時に，それより広い（又は狭

い）商品の範囲（又は地理的範囲等）につい

ても成立するというように，重層的に成立す

ることがある。また，当事会社グループが多

岐にわたる事業を行っている場合には，それ

らの事業すべてについて，取引の対象となる

商品の範囲及び地理的範囲をそれぞれ画定し

ていくこととなる。 

（注２）「小幅ではあるが，実質的かつ一時的

ではない価格引上げ」とは，通常，引上

げの幅については５％から１０％程度

であり，期間については１年程度のも
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程度のものを指すが，この数値はあく

まで目安であり，個々の事案ごとに検

討されるものである。 

（注３）一部のインターネット付随サービス

などのように，専ら価格ではなく品質

等を手段として競争が行われているよ

うな場合には，ある地域におけるある

商品の品質等が悪化した場合に，当該

商品及び地域について，需要者が当該

商品の購入を他の商品又は地域に振り

替える程度を考慮することがある。ま

た，供給者にとっての代替性も同様で

ある。 

    この場合，後記２のとおり，商品の

代替性の程度は，当該商品の効用等の

同種性の程度と一致することが多く，

また後記３のとおり，各地域で供給さ

れる商品の代替性は，需要者が通常ど

の範囲の地域の供給者から当該商品を

購入することができるかという観点か

ら判断できることが多い。 

２ 商品の範囲 

商品の範囲については，前記１で述べたよ

うに，まず，需要者からみた商品の代替性と

いう観点から画定される。商品の代替性の程

度は，当該商品の効用等の同種性の程度と一

致することが多く，この基準で判断できるこ

とが多い。 

例えば，甲商品と乙商品が存在する場合，

需要者にとって両商品の効用等の同種性の程

度が大きければ大きいほど，甲商品の価格引

上げにより需要者が甲商品に代えて乙商品を

購入する程度が大きくなり，当該価格引上げ

が甲商品の供給者の利潤の拡大につながらな

いことが予測されることから，乙商品が甲商

品の価格引上げを妨げることとなると考えら

れる。このような場合，甲商品及び乙商品は

のを指すが，この数値はあくまで目安

であり，個々の事案ごとに検討される

ものである。 

（新設） 

２ 商品の範囲 

商品の範囲については，前記１で述べたよ

うに，まず，需要者からみた商品の代替性と

いう観点から画定される。商品の代替性の程

度は，当該商品の効用等の同種性の程度と一

致することが多く，この基準で判断できるこ

とが多い。 

例えば，甲商品と乙商品が存在する場合，

需要者にとって両商品の効用等の同種性の程

度が大きければ大きいほど，甲商品の価格引

上げにより需要者が甲商品に代えて乙商品を

購入する程度が大きくなり，当該価格引上げ

が甲商品の供給者の利潤の拡大につながらな

いことが予測されることから，乙商品が甲商

品の価格引上げを妨げることとなると考えら

れる。このような場合，甲商品及び乙商品は
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同一の商品の範囲に属することとなる。 

この場合において，当該商品の需要者とは，

当事会社グループの事業活動の対象となる取

引先であって，例えば，当事会社グループが，

生産財のメーカーであれば当該商品を加工し

て次の商品の製造等を行う者，消費財のメー

カーであれば一般消費者，流通業者であれば

次の流通段階にある者がこれに当たる。 

また，例えば，ある目的に用いられる甲商

品と効用等が同種である乙商品群のうち，そ

の目的の一部である特定の目的については，

その効用等において甲商品との同種性の程度

が特に高い丙商品が区分され得る場合には，

甲商品及び乙商品群をもって商品の範囲が画

定されると同時に，甲商品及び丙商品をもっ

て商品の範囲が画定される場合がある。 

さらに，商品の範囲を画定するに当たり，

需要者からみた代替性のほかに，必要に応じ

て，供給者が多大な追加的費用やリスクを負

うことなく，短期間のうちに，ある商品から

他の商品に製造・販売を転換し得るか否かに

ついても考慮される。例えば，供給に要する

設備等の相違や切替えに要する費用の大きさ

等を検討した結果，甲商品と乙商品について，

甲商品の価格が上昇した場合に，乙商品の広

範な範囲の供給者が乙商品の生産設備や販売

網等を，多大な追加的費用やリスクを負うこ

となく，短期間のうちに，甲商品へ切り替え

ることが可能であると認められるときには，

甲商品及び乙商品をもって商品の範囲が画定

される場合がある。 

商品の効用等の同種性の程度について評価

を行う場合には，次のような事項を考慮に入

れる。 

(1) 内容・品質等 

商品の内容・品質等が考慮される場合が

ある。 

例えば財の場合，大きさ・形状等の外形

同一の商品の範囲に属することとなる。 

この場合において，当該商品の需要者とは，

当事会社グループの事業活動の対象となる取

引先であって，例えば，当事会社グループが，

生産財のメーカーであれば当該商品を加工し

て次の商品の製造等を行う者，消費財のメー

カーであれば一般消費者，流通業者であれば

次の流通段階にある者がこれに当たる。 

また，例えば，ある用途について甲商品と

効用等が同種である乙商品群のうち，その用

途の一部である特定の用途については，その

効用等において甲商品との同種性の程度が特

に高い丙商品が区分され得る場合には，甲商

品及び乙商品群をもって商品の範囲が画定さ

れると同時に，甲商品及び丙商品をもって商

品の範囲が画定される場合がある。 

さらに，商品の範囲を画定するに当たり，

需要者からみた代替性のほかに，必要に応じ

て，供給者が多大な追加的費用やリスクを負

うことなく，短期間のうちに，ある商品から

他の商品に製造・販売を転換し得るか否かに

ついても考慮される。例えば，供給に要する

設備等の相違や切替えに要する費用の大きさ

等を検討した結果，甲商品と乙商品について，

甲商品の価格が上昇した場合に，乙商品の広

範な範囲の供給者が乙商品の生産設備や販売

網等を，多大な追加的費用やリスクを負うこ

となく，短期間のうちに，甲商品へ切り替え

ることが可能であると認められるときには，

甲商品及び乙商品をもって商品の範囲が画定

される場合がある。 

商品の効用等の同種性の程度について評価

を行う場合には，次のような事項を考慮に入

れる。 

(1) 用途 

ある商品が取引対象商品と同一の用途に

用いられているか，又は用いることができ

るか否かが考慮される。 
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的な特徴や，強度・可塑性・耐熱性・絶縁性

等の物性上の特性，純度等の品質，規格・

方式等の技術的な特徴などを考慮して判断

される（ただし，これらの特徴がある程度

異なっていても，効用等が同種であると認

められる場合がある（後記(3)参照）。）。 

また，店舗等を拠点とする小売業・サー

ビス業等の場合，取扱商品のカテゴリー，

品質，品揃え・営業時間・店舗面積等の利

便性などを考慮して判断される。 

さらに，通信回線等を経由してサービス

を提供する通信サービスやインターネット

付随サービス等の場合，利用可能なサービ

スの種類・機能等の内容面の特徴，音質・

画質・通信速度・セキュリティレベル等の

品質，使用可能言語・使用可能端末等の利

便性などを考慮して判断される。 

なお，商品が複数の目的に用いられてい

る場合には，それぞれの目的ごとに，同一

の目的に用いられているか，又は用いるこ

とができるか否かが考慮される。例えば，

ある目的については甲商品と乙商品の効用

等が同種であると認められ，別の目的につ

いては甲商品と丙商品の効用等が同種であ

ると認められる場合がある。 

(2) 価格・数量の動き等 

価格水準の違い，価格・数量の動き等が

考慮される場合がある。 

例えば，甲商品と乙商品は同一の目的に

用いることは可能ではあるが，価格水準が

大きく異なり，甲商品の代わりとして乙商

品が用いられることが少ないために，甲商

品と乙商品は効用等が同種であると認めら

れない場合がある。 

また，甲商品と乙商品は同一の目的に用

いることは可能ではあり，かつ，価格水準

にも差はないが，甲商品の使用から乙商品

の使用に切り替えるために設備の変更，従

同一の用途に用いることができるか否か

は，商品の大きさ，形状等の外形的な特徴

や，強度，可塑性，耐熱性，絶縁性等の物性

上の特性，純度等の品質，規格，方式等の

技術的な特徴などを考慮して判断される

（ただし，これらの特徴がある程度異なっ

ていても，同一の用途に用いることができ

ると認められる場合がある（後記(3)参

照）。）。 

なお，取引対象商品が複数の用途に用い

られている場合には，それぞれの用途ごと

に，同一の用途に用いられているか，又は

用いることができるか否かが考慮される。

例えば，ある用途については甲商品と乙商

品の効用等が同種であると認められ，別の

用途については甲商品と丙商品の効用等が

同種であると認められる場合がある。 

(2) 価格・数量の動き等 

価格水準の違い，価格・数量の動き等が

考慮される場合がある。 

例えば，甲商品と乙商品は同一の用途に

用いることは可能ではあるが，価格水準が

大きく異なり，甲商品の代わりとして乙商

品が用いられることが少ないために，甲商

品と乙商品は効用等が同種であると認めら

れない場合がある。 

また，甲商品と乙商品は同一の用途に用

いることは可能ではあり，かつ，価格水準

にも差はないが，甲商品の使用から乙商品

の使用に切り替えるために設備の変更，従
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業員の訓練等の費用を要することから，事

実上，甲商品の替わりとして乙商品が用い

られることが少ないために，甲商品と乙商

品は効用等が同種であると認められない場

合がある。 

他方，甲商品と乙商品の効用等が同種で

あれば，甲商品の価格が引き上げられた場

合，需要者は甲商品に代えて乙商品を購入

するようになり，その結果として，乙商品

の価格が上昇する傾向があると考えられる

ので，甲商品の価格が上昇した場合に乙商

品の販売数量が増加し，又は乙商品の価格

が上昇するときには，乙商品は甲商品と効

用等が同種であると認められる場合があ

る。 

(3) 需要者の認識・行動 

需要者の認識等が考慮される場合があ

る。 

例えば，甲商品と乙商品の内容等に違い

があっても，需要者が，いずれでも同品質

の商品丙を製造するための原料として使用

することができるとして甲商品と乙商品を

併用しているため，甲商品と乙商品は効用

等が同種であると認められる場合がある。

また，過去に甲商品の価格が引き上げら

れた場合に，需要者が甲商品に替えて乙商

品を用いたことがあるか否かが考慮される

場合もある。 

３ 地理的範囲 

(1) 基本的考え方 

地理的範囲についても，商品の範囲と同

様に，まず，需要者からみた各地域で供給

される商品の代替性の観点から判断され

る。各地域で供給される商品の代替性は，

需要者が通常どの範囲の地域の供給者から

当該商品を購入することができるかという

観点から判断できることが多い。すなわち，

業員の訓練等の費用を要することから，事

実上，甲商品の替わりとして乙商品が用い

られることが少ないために，甲商品と乙商

品は効用等が同種であると認められない場

合がある。 

他方，甲商品と乙商品の効用等が同種で

あれば，甲商品の価格が引き上げられた場

合，需要者は甲商品に代えて乙商品を購入

するようになり，その結果として，乙商品

の価格が上昇する傾向があると考えられる

ので，甲商品の価格が上昇した場合に乙商

品の販売数量が増加し，又は乙商品の価格

が上昇するときには，乙商品は甲商品と効

用等が同種であると認められる場合があ

る。 

(3) 需要者の認識・行動 

需要者の認識等が考慮される場合があ

る。 

例えば，甲商品と乙商品に物性上の特性

等に違いがあっても，需要者が，いずれで

も同品質の商品丙を製造するための原料と

して使用することができるとして甲商品と

乙商品を併用しているため，甲商品と乙商

品は効用等が同種であると認められる場合

がある。 

また，過去に甲商品の価格が引き上げら

れた場合に，需要者が甲商品に替えて乙商

品を用いたことがあるか否かが考慮される

場合もある。 

３ 地理的範囲 

(1) 基本的考え方 

地理的範囲についても，商品の範囲と同

様に，まず，需要者からみた各地域で供給

される商品の代替性の観点から判断され

る。各地域で供給される商品の代替性は，

需要者及び供給者の行動や当該商品の輸送

に係る問題の有無等から判断できることが

多い。例えば，甲地域における供給者が，
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甲地域における供給者が，ある商品につい

て価格を引き上げた場合に，甲地域の需要

者が，乙地域の供給者から当該商品を購入

することが予測されるために，甲地域にお

ける価格引上げが妨げられることとなると

きは，甲地域と乙地域は同一の地理的範囲

に属することとなる。 

また，商品の範囲を画定する場合と同様

に，例えば，ある商品について，甲地域の

一部である乙地域の需要者が特に乙地域の

供給者から購入する傾向がみられる場合に

は，甲地域について一定の取引分野の地理

的範囲が画定されると同時に，乙地域につ

いて一定の取引分野の地理的範囲が画定さ

れることがある。 

さらに，需要者からみた代替性のほかに，

供給者にとっての代替性についても，前記

２の商品の範囲の考え方に準じて判断され

る。 

需要者が通常どの範囲の地域の供給者か

ら当該商品を購入することができるかとい

う観点について評価を行う場合には，次の

ような事項を考慮に入れる。 

ア 供給者の事業地域，需要者の買い回る

範囲等 

需要者が通常どの範囲の地域の供給者

から当該商品を購入することができるか

という点については，例えば事業者間で

取引される財の場合，需要者の買い回る

範囲や，供給者の販売網等の事業地域及

び供給能力などを考慮して判断される。

その際，鮮度の維持の難易の程度，破

損のしやすさや重量物であるか否かなど

の特性，輸送に要する費用が価格に占め

る割合や輸送しようとする地域間におけ

る価格差より大きいか否かなども考慮さ

れる。 

また，店舗等を拠点とする小売業・サ

ある商品について価格を引き上げた場合

に，甲地域の需要者が，当該商品に係る輸

送上の問題を生ずることなく乙地域の供給

者から当該商品を購入することが予測され

るために，甲地域における価格引上げが妨

げられることとなるときは，甲地域と乙地

域は同一の地理的範囲に属することとな

る。 

また，商品の範囲を画定する場合と同様

に，例えば，ある商品について，甲地域の

一部である乙地域の需要者が特に乙地域の

供給者から購入する傾向がみられる場合に

は，甲地域について一定の取引分野の地理

的範囲が画定されると同時に，乙地域につ

いて一定の取引分野の地理的範囲が画定さ

れることがある。 

さらに，需要者からみた代替性のほかに，

供給者にとっての代替性についても，前記

２の商品の範囲の考え方に準じて判断され

る。 

需要者及び供給者の行動や当該商品の輸

送に係る問題の有無等について評価を行う

場合には，次のような事項を考慮に入れる。

ア 供給者の事業地域，需要者の買い回る

範囲等 

需要者が，通常，どの範囲の地域から

当該商品を購入することができるかとい

う点については，需要者の買い回る範囲

（消費者の購買行動等）や，供給者の販

売網等の事業地域及び供給能力等が考慮

される。 

過去に当該商品の価格が引き上げられ

た場合に，需要者がどの範囲の地域の供

給者から当該商品を購入したかが考慮さ

れる場合もある。 

イ 商品の特性 

商品の鮮度の維持の難易の程度，破損

のしやすさや重量物であるかどうかなど
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ービス業等の場合，主に需要者の買い回

る範囲などを考慮して判断される。 

さらに，通信回線等を経由してサービ

スを提供する通信サービスやインターネ

ット付随サービス等の場合，需要者が同

一の条件・内容・品質等で供給者からサ

ービスを受けることが可能な範囲や供給

者からのサービスが普及している範囲な

どを考慮して判断される。 

イ 価格・数量の動き等 

  前記２の商品の範囲と同様，価格水準

の違い，価格・数量の動き等が考慮され

る場合がある。 

ウ 需要者の認識・行動 

  前記２の商品の範囲と同様，需要者の

認識等が考慮される場合がある。 

(2) 国境を越えて地理的範囲が画定される場

合についての考え方 

前記(1)の基本的考え方は，国境を越える

場合にも当てはまる。すなわち，ある商品

について，内外の需要者が内外の供給者を

差別することなく取引しているような場合

には，供給者が日本において価格を引き上

げようとしても，日本の需要者が，海外の

供給者にも当該商品の購入を代替し得るた

めに，日本における価格引上げが妨げられ

ることがあり得るので，このような場合に

は，国境を越えて地理的範囲が画定される

こととなる。 

例えば，内外の主要な供給者が世界（又

は東アジア）中の販売地域において実質的

に同等の価格で販売しており，需要者が世

界（又は東アジア）各地の供給者から主要

な購入先を選定しているような場合は，世

界（又は東アジア）市場が画定され得る。

４ （略） 

の商品の特性は，当該商品の輸送するこ

とができる範囲や輸送の難易の程度に影

響する。これらの点からも，需要者が，通

常，どの範囲の地域から当該商品を購入

することができるかが考慮される。 

ウ 輸送手段・費用等 

輸送手段，輸送に要する費用が価格に

占める割合や輸送しようとする地域間に

おける当該商品の価格差より大きいか否

かなどからも，需要者が，通常，どの範囲

の地域から当該商品を購入することがで

きるかが考慮される。 

また，これらの輸送に伴う費用の増加

要因の検討に当たっては，原料費等輸送

に伴う費用以外の地域的な差異も考慮さ

れることとなる。 

(2) 国境を越えて地理的範囲が画定される場

合についての考え方 

前記(1)の基本的考え方は，国境を越える

場合にも当てはまる。すなわち，ある商品

について，内外の需要者が内外の供給者を

差別することなく取引しているような場合

には，日本において価格が引き上げられた

としても，日本の需要者が，海外の供給者

にも当該商品の購入を代替し得るために，

日本における価格引上げが妨げられること

があり得るので，このような場合には，国

境を越えて地理的範囲が画定されることと

なる。 

例えば，内外の主要な供給者が世界（又

は東アジア）中の販売地域において実質的

に同等の価格で販売しており，需要者が世

界（又は東アジア）各地の供給者から主要

な調達先を選定しているような場合は，世

界（又は東アジア）市場が画定され得る。

４ （略） 
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第３ 競争を実質的に制限することとなる場合 

１ 「競争を実質的に制限することとなる」の

解釈 

(1) （略） 

ア 株式会社新東宝（以下「新東宝」とい

う。）は，自社の制作する映画の配給につ

いて自ら行うこともできたが，東宝株式

会社（以下「東宝」という。）との協定に

より，当該配給をすべて東宝に委託する

こととし，自らは，映画の制作のみを行

っていた。新東宝は，当該協定失効後も

引き続き当該協定の内容を実行していた

が，昭和 24 年 11 月に，右協定の失効を

理由として，新東宝の制作した映画は自

らこれを配給することを言明したことか

ら，東宝との間に紛争が生じた。この紛

争の中で，右の協定が法違反であるとし

て，公正取引委員会による審判が開始さ

れ，公正取引委員会は，昭和 26年６月５

日の審決において，東宝と新東宝の協定

は，法第３条（不当な取引制限）及び第４

条第１項第３号（注４）の規定に違反す

ると認定した。 

（注４）法第４条第１項（現行法では，こ

の規定は存在しない。） 

事業者は，共同して左の各号の

一に該当する行為をしてはな

らない。 

第３号 技術，製品，販路又は

顧客を制限すること 

イ （略） 

(2) 「こととなる」の考え方 

法第４章の各規定では，法第３条又は法

第８条の規定と異なり，一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限する「こととな

第３ 競争を実質的に制限することとなる場合 

１ 「競争を実質的に制限することとなる」の

解釈 

(1) （略） 

ア 株式会社新東宝（以下「新東宝」とい

う。）は，自社の制作する映画の配給につ

いて自ら行うこともできたが，東宝株式

会社（以下「東宝」という。）との協定に

より，当該配給をすべて東宝に委託する

こととし，自らは，映画の制作のみを行

っていた。新東宝は，当該協定失効後も

引き続き当該協定の内容を実行していた

が，昭和 24 年 11 月に，右協定の失効を

理由として，新東宝の制作した映画は自

らこれを配給することを言明したことか

ら，東宝との間に紛争が生じた。この紛

争の中で，右の協定が法違反であるとし

て，公正取引委員会による審判が開始さ

れ，公正取引委員会は，昭和 26年６月５

日の審決において，東宝と新東宝の協定

は，法第３条（不当な取引制限）及び第４

条第１項第３号（注３）の規定に違反す

ると認定した。 

（注３）法第４条第１項（現行法では，こ

の規定は存在しない。） 

事業者は，共同して左の各号の

一に該当する行為をしてはな

らない。 

第３号 技術，製品，販路又は

顧客を制限すること 

イ （略） 

(2) 「こととなる」の考え方 

法第４章の各規定では，法第３条又は法

第８条の規定と異なり，一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限する「こととな
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る」場合の企業結合を禁止している。この

「こととなる」とは，企業結合により，競

争の実質的制限が必然ではないが容易に現

出し得る状況がもたらされることで足りる

とする蓋然性を意味するものである。した

がって，法第４章では，企業結合により市

場構造が非競争的に変化して，当事会社グ

ループが単独で又は他の会社と協調的行動

をとることによって，ある程度自由に価格，

品質，数量，その他各般の条件を左右する

ことができる状態が容易に現出し得るとみ

られる場合には，一定の取引分野における

競争を実質的に制限することとなり，禁止

される。 

２ （略） 

第４ 水平型企業結合による競争の実質的制限 

１ 基本的考え方等 

   （略） 

(1) （略） 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

水平型企業結合が協調的行動により一定

の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなるのは，典型的には，次のよう

な場合である。 

例えば，事業者甲が商品の価格を引き上

げた場合，他の事業者乙，丙等は当該商品

の価格を引き上げないで，売上げを拡大し

ようとし，それに対し，事業者甲は，価格

を元の価格にまで引き下げ，あるいはそれ

以上に引き下げて，事業者乙，丙等が拡大

した売上げを取り戻そうとすることが多い

と考えられる。 

しかし，水平型企業結合によって競争単

位の数が減少することに加え，当該一定の

る」場合の企業結合を禁止している。この

「こととなる」とは，企業結合により，競

争の実質的制限が必然ではないが容易に現

出し得る状況がもたらされることで足りる

とする蓋然性を意味するものである。した

がって，法第４章では，企業結合により市

場構造が非競争的に変化して，当事会社が

単独で又は他の会社と協調的行動をとるこ

とによって，ある程度自由に価格，品質，

数量，その他各般の条件を左右することが

できる状態が容易に現出し得るとみられる

場合には，一定の取引分野における競争を

実質的に制限することとなり，禁止される。

２ （略） 

第４ 水平型企業結合による競争の実質的制限 

１ 基本的考え方 

（略） 

(1) （略） 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

水平型企業結合が協調的行動により一定

の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなるのは，典型的には，次のよう

な場合である。 

例えば，事業者甲が商品の価格を引き上

げた場合，他の事業者乙，丙等は当該商品

の価格を引き上げないで，売上げを拡大し

ようとし，それに対し，事業者甲は，価格

を元の価格にまで引き下げ，あるいはそれ

以上に引き下げて，事業者乙，丙等が拡大

した売上げを取り戻そうとすることが多い

と考えられる。 

しかし，水平型企業結合によって競争単

位の数が減少することに加え，当該一定の
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取引分野の集中度等の市場構造，商品の特

性，取引慣行等から，各事業者が互いの行

動を高い確度で予測することができるよう

になり，協調的な行動をとることが利益と

なる場合がある。このような場合，事業者

甲の価格引上げに追随して他の事業者が商

品の価格を引き上げたときに，例えば，事

業者乙が当該商品の価格を引き上げないで

売上げを拡大しようとしても，他の事業者

が容易にそれを知り，それに対抗して当該

商品の価格を元の価格まで引き下げ，ある

いはそれ以上に引き下げて，奪われた売上

げを取り戻そうとする可能性が高い。した

がって，事業者乙が当該商品の価格を引き

上げないことにより獲得できると見込まれ

る一時的な利益は，事業者甲に追随して価

格を引き上げたときに見込まれるものより

小さなものとなりやすい。 

このような状況が生み出される場合に

は，各事業者にとって，価格を引き上げな

いで売上げを拡大するのではなく互いに当

該商品の価格を引き上げることが利益とな

り，当事会社グループとその競争者が協調

的行動をとることにより当該商品の価格等

をある程度自由に左右することができる状

態が容易に現出し得るので，水平型企業結

合が一定の取引分野における競争を実質的

に制限することとなる。 

(3) 競争を実質的に制限することとならない

場合 

水平型企業結合が一定の取引分野におけ

る競争を実質的に制限することとなるか否

かについては，個々の事案ごとに後記２及

び３の各判断要素を総合的に勘案して判断

するが，企業結合後の当事会社グループが

次の①～③のいずれかに該当する場合に

は，水平型企業結合が一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとなると

取引分野の集中度等の市場構造，商品の特

性，取引慣行等から，各事業者が互いの行

動を高い確度で予測することができるよう

になり，協調的な行動をとることが利益と

なる場合がある。このような場合，事業者

甲の価格引上げに追随して他の事業者が商

品の価格を引き上げたときに，例えば，事

業者乙が当該商品の価格を引き上げないで

売上げを拡大しようとしても，他の事業者

が容易にそれを知り，それに対抗して当該

商品の価格を元の価格まで引き下げ，ある

いはそれ以上に引き下げて，奪われた売上

げを取り戻そうとする可能性が高い。した

がって，事業者乙が当該商品の価格を引き

上げないことにより獲得できると見込まれ

る一時的な利益は，事業者甲に追随して価

格を引き上げたときに見込まれるものより

小さなものとなりやすい。 

このような状況が生み出される場合に

は，各事業者にとって，価格を引き上げな

いで売上げを拡大するのではなく互いに当

該商品の価格を引き上げることが利益とな

り，当事会社とその競争者が協調的行動を

とることにより当該商品の価格等をある程

度自由に左右することができる状態が容易

に現出し得るので，水平型企業結合が一定

の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなる。 

(3) 競争を実質的に制限することとならない

場合 

水平型企業結合が一定の取引分野におけ

る競争を実質的に制限することとなるか否

かについては，個々の事案ごとに後記２及

び３の各判断要素を総合的に勘案して判断

するが，企業結合後の当事会社グループが

次の①～③のいずれかに該当する場合に

は，水平型企業結合が一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとなると
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は通常考えられず，後記第４の２及び３に

記した各判断要素に関する検討が必要とな

るとは通常考えられない（注５）。 

① 企業結合後のハーフィンダール・ハー

シュマン指数（以下「ＨＨＩ」という。）

が 1,500 以下である場合（注６） 

② 企業結合後のＨＨＩが 1,500 超 2,500

以下であって，かつ，ＨＨＩの増分が 250

以下である場合（注７） 

③ 企業結合後のＨＨＩが 2,500 を超え，

かつ，ＨＨＩの増分が 150 以下である場

合 

なお，上記の基準に該当しない場合であ

っても，直ちに競争を実質的に制限するこ

ととなるものではなく個々の事案ごとに判

断されることとなるが，過去の事例に照ら

せば，企業結合後のＨＨＩが 2,500 以下で

あり，かつ，企業結合後の当事会社グルー

プの市場シェアが 35％以下の場合には，競

争を実質的に制限することとなるおそれは

小さいと通常考えられる。 

（注５）一定の取引分野における当事会社

の市場シェアが小さいため，水平型企

業結合が上記①～③のいずれかに該当

する場合であっても，例えば当該当事

会社が競争上重要なデータや知的財産

権等の資産を有するなど，市場シェア

に反映されない高い潜在的競争力を有

しているような場合には，当該企業結

合が一定の取引分野における競争を実

質的に制限することとなるか否かにつ

いて，後記第４の２及び３の各判断要

素並びに後記第６の２(2)に記載のデ

ータ等の重要な投入財に係る判断要素

の検討が必要になることがある。また，

後記第５の１(2)における競争を実質

的に制限することとならない場合につ

いても同様である。 

は通常考えられず，第４の２及び３に記し

た各判断要素に関する検討が必要となると

は通常考えられない。 

① 企業結合後のハーフィンダール・ハー

シュマン指数（以下「ＨＨＩ」という。）

が 1,500 以下である場合（注４） 

② 企業結合後のＨＨＩが 1,500 超 2,500

以下であって，かつ，ＨＨＩの増分が 250

以下である場合（注５） 

③ 企業結合後のＨＨＩが 2,500 を超え，

かつ，ＨＨＩの増分が 150 以下である場

合 

なお，上記の基準に該当しない場合であ

っても，直ちに競争を実質的に制限するこ

ととなるものではなく個々の事案ごとに判

断されることとなるが，過去の事例に照ら

せば，企業結合後のＨＨＩが 2,500 以下で

あり，かつ，企業結合後の当事会社グルー

プの市場シェアが 35％以下の場合には，競

争を実質的に制限することとなるおそれは

小さいと通常考えられる。 

（新設） 
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（注６）ＨＨＩは，当該一定の取引分野に

おける各事業者の市場シェアの２乗の

総和によって算出される。市場シェア

は，一定の取引分野における商品の販

売数量（製造販売業の場合）に占める

各事業者の商品の販売数量の百分比に

よる。ただし，当該商品にかなりの価

格差がみられ，かつ，価額で供給実績

等を算定するという慣行が定着してい

ると認められる場合など，数量による

ことが適当でない場合には，販売金額

により市場シェアを算出する。 

国内需要者向けの輸入があれば，市

場シェアの算出に当たり国内への供給

として算入する。 

なお，各事業者の生産能力シェア，

輸出比率又は自己消費のウェイトにつ

いても，需要に対応して余剰生産能力，

輸出分又は自己消費分を直ちに国内市

場における販売に回し，その市場シェ

アを拡大することができると認められ

る場合があるので，必要に応じてこれ

らの点も考慮に入れる。 

市場における事業者数が多いなどの

理由で，市場シェアの上位の事業者の

市場シェアしか把握できず，ＨＨＩの

正確な値が計算できない場合には，Ｈ

ＨＩの理論上の最大値（市場シェアが

判明していない下位事業者の合計市場

シェア分について，市場シェアが判明

している上位事業者のうち最下位の事

業者と同じ市場シェアを有する事業者

により占められていると仮定した場

合）及びＨＨＩの理論上の最小値（市

場シェアが判明していない事業者につ

いて，市場シェアが僅少な事業者が多

数存在すると仮定した場合で，当該事

業者の市場シェアの２乗の合計はほぼ

（注４）ＨＨＩは，当該一定の取引分野に

おける各事業者の市場シェアの２乗の

総和によって算出される。市場シェア

は，一定の取引分野における商品の販

売数量（製造販売業の場合）に占める

各事業者の商品の販売数量の百分比に

よる。ただし，当該商品にかなりの価

格差がみられ，かつ，価額で供給実績

等を算定するという慣行が定着してい

ると認められる場合など，数量による

ことが適当でない場合には，販売金額

により市場シェアを算出する。 

国内需要者向けの輸入があれば，市

場シェアの算出に当たり国内への供給

として算入する。 

なお，各事業者の生産能力シェア，

輸出比率又は自己消費のウェイトにつ

いても，需要に対応して余剰生産能力，

輸出分又は自己消費分を直ちに国内市

場における販売に回し，その市場シェ

アを拡大することができると認められ

る場合があるので，必要に応じてこれ

らの点も考慮に入れる。 

ごく一部の主要事業者の市場シェア

しか把握できない等の理由により，Ｈ

ＨＩの値が上に示した数値を超えるか

否か判断できないような場合には，生

産集中度調査から得られた関係式（Ｈ

ＨＩ＝最上位企業の市場シェア（％）

の２乗×0.75＋上位３社累積市場シェ

ア（％）×24.5－466.3）を用いた推計

値によって検討するものとする。 
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０となる）を勘案する（以下の例参照）。

（例）市場シェア１位の事業者40％，

同２位の事業者が 20％，同３位の事業

者が 10％の市場シェアを有し，それ以

外の事業者の市場シェアが不明の場

合，ＨＨＩの理論上の最大値は，３位

の事業者の市場シェア10％と同じ市場

シェアを有する事業者３社が残りの

30％の市場シェアを占めていると仮定

して，40×40＋20×20＋10×10＋10×

10×３＝2,400 となる。また，ＨＨＩの

理論上の最小値は，市場シェアが僅少

な多数の事業者が残りの30％の市場シ

ェアを有していると仮定して，40×40

＋20×20＋10×10＝2,100 となる。 

（注７）企業結合によるＨＨＩの増分は，

当事会社が２社であった場合，当事会

社のそれぞれの市場シェア（％）を乗

じたものを２倍することによって計算

することができる。 

２ 単独行動による競争の実質的制限について

の判断要素 

次の判断要素を総合的に勘案して，水平型

企業結合が単独行動により一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限することとなるか

否か判断する。 

(1) 当事会社グループ及び競争者の地位等並

びに市場における競争の状況等 

ア （略） 

イ 当事会社間の従来の競争の状況等 

従来，当事会社間で競争が活発に行わ

れてきたことや当事会社の行動が市場に

おける競争を活発にしてきたことが，市

場全体の価格引下げや品質・品揃えの向

上などにつながってきたと認められる場

合には，企業結合後の当事会社グループ

（注５）企業結合によるＨＨＩの増分は，

当事会社が２社であった場合，当事会

社のそれぞれの市場シェア（％）を乗

じたものを２倍することによって計算

することができる。 

２ 単独行動による競争の実質的制限について

の判断要素 

次の判断要素を総合的に勘案して，水平型

企業結合が単独行動により一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限することとなるか

否か判断する。 

(1) 当事会社グループの地位及び競争者の状

況 

ア （略） 

イ 当事会社間の従来の競争の状況等 

従来，当事会社間で競争が活発に行わ

れてきたことや当事会社の行動が市場に

おける競争を活発にしてきたことが，市

場全体の価格引下げや品質・品揃えの向

上などにつながってきたと認められる場

合には，企業結合後の当事会社グループ
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の市場シェアやその順位が高くなかった

としても，当該企業結合によりこうした

状況が期待できなくなるときには競争に

及ぼす影響が大きい。 

例えば，当事会社間で競争が活発に行

われてきており，一方の市場シェアの拡

大が他方の市場シェアの減少につながっ

ていたような場合，企業結合後は，一方

当事会社の売上げの減少を他方当事会社

の売上げの増加で償うことができ，当事

会社グループ全体としては売上げを大き

く減少させることなく，商品の価格を引

き上げることができると考えられるの

で，当該企業結合の競争に及ぼす影響が

大きい。 

また，商品がブランド等により差別化

されている場合であって各当事会社の販

売する商品間の代替性が高い場合には，

企業結合後は，一方の商品の売上げの減

少を当該商品と代替性の高い商品の売上

げの増加で償うことができ，当事会社グ

ループ全体としては売上げを大きく減少

させることなく，商品の価格を引き上げ

ることができると考えられるので，当該

企業結合の競争に及ぼす影響が大きい。

ウ 共同出資会社の扱い 

出資会社が行っていた特定の事業部門

の全部を共同出資会社によって統合する

ことにより，出資会社の業務と分離させ

る場合には，出資会社と共同出資会社の

業務の関連性は薄いと考えられる。 

したがって，例えば，ある商品の生産・

販売，研究開発等の事業すべてが共同出

資会社によって統合される場合には，共

同出資会社について，市場シェア等を考

慮することになる。 

他方，出資会社が行っていた特定の事

業部門の一部が共同出資会社によって統

の市場シェアやその順位が高くなかった

としても，当該企業結合によりこうした

状況が期待できなくなるときには競争に

及ぼす影響が大きい。 

例えば，当事会社間で競争が活発に行

われてきており，一方の市場シェアの拡

大が他方の市場シェアの減少につながっ

ていたような場合，企業結合後は，一方

の当事会社の売上げの減少を他方の当事

会社の売上げの増加で償うことができ，

当事会社グループ全体としては売上げを

大きく減少させることなく，商品の価格

を引き上げることができると考えられる

ので，当該企業結合の競争に及ぼす影響

が大きい。 

また，商品がブランド等により差別化

されている場合であって各当事会社の販

売する商品間の代替性が高い場合には，

企業結合後は，一方の商品の売上げの減

少を当該商品と代替性の高い商品の売上

げの増加で償うことができ，当事会社グ

ループ全体としては売上げを大きく減少

させることなく，商品の価格を引き上げ

ることができると考えられるので，当該

企業結合の競争に及ぼす影響が大きい。

ウ 共同出資会社の扱い 

出資会社が行っていた特定の事業部門

の全部を共同出資会社によって統合する

ことにより，出資会社の業務と分離させ

る場合には，出資会社と共同出資会社の

業務の関連性は薄いと考えられる。 

したがって，例えば，ある商品の生産・

販売，研究開発等の事業すべてが共同出

資会社によって統合される場合には，共

同出資会社について，市場シェア等を考

慮することになる。 

他方，出資会社が行っていた特定の事

業部門の一部が共同出資会社によって統
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合される場合には，共同出資会社の運営

を通じ出資会社相互間に協調関係が生じ

る可能性がある。出資会社相互間に協調

関係が生じるか否かについては，共同出

資会社に係る出資会社間の具体的な契約

の内容や結合の実態，出資会社相互間に

取引関係がある場合にはその内容等を考

慮する。 

例えば，ある商品の生産部門のみが共

同出資会社によって統合され，出資会社

は引き続き当該商品の販売を行う場合，

共同出資会社の運営を通じ出資会社相互

間に協調関係が生じるときには，出資会

社の市場シェアを合算する等して競争に

及ぼす影響を考慮することになる。他方，

出資会社は引き続き当該商品の販売を行

うが，共同出資会社の運営を通じ出資会

社相互間に協調関係が生じることのない

よう措置が講じられている場合には，競

争に及ぼす影響はより小さいと考えられ

る（ただし，後記３（１）エ参照）。 

エ （略） 

オ 競争者の供給余力及び差別化の程度 

競争者の供給余力が十分でない場合に

は，当事会社グループが当該商品の価格

を引き上げたとき，当該商品の価格を引

き上げないで売上げを拡大することがで

きず，当事会社グループが当該商品の価

格を引き上げることに対して牽制力が働

かないことがある。このように，競争者

の供給余力が十分でない場合には，企業

結合後の当事会社グループの市場シェア

と競争者の市場シェアとの格差がさほど

大きくないときであっても，当該企業結

合の競争に及ぼす影響が小さいとはいえ

ないことがある。 

合される場合には，共同出資会社の運営

を通じ出資会社相互間に協調関係が生じ

る可能性がある。出資会社相互間に協調

関係が生じるかどうかについては，共同

出資会社に係る出資会社間の具体的な契

約の内容や結合の実態，出資会社相互間

に取引関係がある場合にはその内容等を

考慮する。 

例えば，ある商品の生産部門のみが共

同出資会社によって統合され，出資会社

は引き続き当該商品の販売を行う場合，

共同出資会社の運営を通じ出資会社相互

間に協調関係が生じるときには，出資会

社の市場シェアを合算する等して競争に

及ぼす影響を考慮することになる。他方，

出資会社は引き続き当該商品の販売を行

うが，共同出資会社の運営を通じ出資会

社相互間に協調関係が生じることのない

よう措置が講じられている場合には，競

争に及ぼす影響はより小さいと考えられ

る（ただし，後記３（１）エ参照）。 

エ （略） 

オ 競争者の供給余力及び差別化の程度 

競争者の供給余力が十分でない場合に

は，当事会社グループが当該商品の価格

を引き上げたとき，当該商品の価格を引

き上げないで売上げを拡大することがで

きず，当事会社グループが当該商品の価

格を引き上げることに対して牽制力が働

かないことがある。このように，競争者

の供給余力が十分でない場合には，企業

結合後の当事会社の市場シェアと競争者

の市場シェアとの格差がさほど大きくな

いときであっても，当該企業結合の競争

に及ぼす影響が小さいとはいえないこと

がある。 
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逆に，当該商品の需要が継続的構造的

に減少しており，競争者の供給余力が十

分である場合には，当事会社グループの

価格引上げに対する牽制力となり得る。

また，商品がブランド等により差別化

されている場合であって当事会社の販売

する商品間の代替性が高い場合には，競

争者の販売する商品と当事会社グループ

が販売する商品との代替性の程度を考慮

する。代替性が低い場合には，企業結合

後の当事会社グループの市場シェアと競

争者の市場シェアとの格差がさほど大き

くないときであっても，当該企業結合の

競争に及ぼす影響が小さいとはいえない

ことがある。 

      カ 研究開発 

 当事会社が競合する財・サービスの研

究開発を行っている場合には，当該研究

開発の実態も踏まえて企業結合が競争に

与える影響を判断する。 

例えば，一方当事会社がある財・サービ

ス（以下「α」という。）を市場に供給し

ており，他方当事会社がαと競合する財・

サービス（以下「β」という。）の研究開

発を行っている場合において，他方当事

会社のβが当該市場に供給された後に，

一方当事会社のαと競合する程度が高い

と見込まれるときには，企業結合がなけ

れば実現したであろう一方当事会社のα

と他方当事会社のβの間の競争が減少す

ることにより，当該企業結合が競争に及

ぼす影響が大きい。また，他方当事会社の

βが当該市場に供給された後に，一方当

事会社のαと競合する程度が高いと見込

まれるときには，企業結合により他方当

事会社の研究開発の意欲が減退する可能

性も高く，当該企業結合が競争に及ぼす

影響が大きい。各当事会社が競合する財・

逆に，当該商品の需要が継続的構造的

に減少しており，競争者の供給余力が十

分である場合には，当事会社グループの

価格引上げに対する牽制力となり得る。

また，商品がブランド等により差別化

されている場合であって当事会社の販売

する商品間の代替性が高い場合には，競

争者の販売する商品と当事会社グループ

が販売する商品との代替性の程度を考慮

する。代替性が低い場合には，企業結合

後の当事会社の市場シェアと競争者の市

場シェアとの格差がさほど大きくないと

きであっても，当該企業結合の競争に及

ぼす影響が小さいとはいえないことがあ

る。 

   （新設） 
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サービスの研究開発を行っている場合も

同様に，企業結合による各当事会社の財・

サービスの当該市場への供給後の競争の

消滅や，研究開発の意欲の減退を踏まえ

て，企業結合が競争に与える影響を判断

することとなる。 

      キ 市場の特性 

企業結合が一定の取引分野における競

争に及ぼす影響について，当該一定の取

引分野におけるネットワーク効果や規模

の経済性等を踏まえて判断することがあ

る。例えば，企業結合後に当事会社グルー

プが一定数の需要者を確保すること自体

により商品の価値が高まり，その結果当

事会社グループの商品の需要者が更に増

加すると見込まれるような場合（いわゆ

る直接ネットワーク効果が働く場合）に

は，当該直接ネットワーク効果も踏まえ

て企業結合が競争に与える影響について

判断する。特に，需要者の多くが一つのサ

ービスしか利用しない場合（シングル・ホ

ーミング）には，需要者の多くが複数のサ

ービスを同等に利用する場合（マルチ・ホ

ーミング）と比較して，直接ネットワーク

効果が競争に与える影響は大きいと考え

られる。 

また，例えば，プラットフォームを通じ

た多面市場において，企業結合後に当事

会社グループが一方の市場における一定

数の需要者を確保すること自体により他

方の市場における商品の価値が高まり，

その結果当事会社グループの他方の市場

における競争力が高まるような場合（い

わゆる間接ネットワーク効果が働く場

合）には，当該間接ネットワーク効果も踏

まえて企業結合が競争に与える影響につ

いて判断する。 

ク 国境を越えて地理的範囲が画定される

 （新設） 

カ 国境を越えて地理的範囲が画定される
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商品の扱い 

第２の一定の取引分野に係る検討の結

果，国境を越えて地理的範囲が画定され

得る商品としては，例えば，国境を越え

る取引における制度上・輸送上の条件が

日本国内の取引と比較して大きな差異が

ないものであって，品質面等において内

外の商品の代替性が高い商品や，非鉄金

属などの鉱物資源のように商品取引所を

通じて国際的な価格指標が形成されてい

る商品がある。このような商品について

は，当該地理的範囲における当事会社グ

ループの市場シェア・順位，当事会社間

の従来の競争の状況，競争者の市場シェ

アとの格差，競争者の供給余力・差別化

の程度等を加味して，競争に与える影響

を判断する。 

(2) 輸入 

輸入圧力が十分働いていれば，当該企業

結合が一定の取引分野における競争を制限

することとなるおそれは小さいものとなる

（注８）。 

需要者が当事会社グループの商品から容

易に輸入品に使用を切り替えられる状況に

あり，当事会社グループが当該商品の価格

を引き上げた場合に，輸入品への切替えが

増加する蓋然性が高いときには，当事会社

グループは，輸入品に売上げを奪われるこ

とを考慮して，当該商品の価格を引き上げ

ないことが考えられる。 

輸入圧力が十分働いているか否かについ

ては，現在輸入が行われているか否かにか

かわらず，次の①～④のような輸入に係る

状況をすべて検討の上，商品の価格が引き

上げられた場合に，輸入の増加が一定の期

間（注９）に生じ，当事会社グループがあ

る程度自由に価格等を左右することを妨げ

る要因となり得るか否かについて考慮す

商品の扱い 

第２の一定の取引分野に係る検討の結

果，国境を越えて地理的範囲が画定され

得る商品としては，例えば，国境を越え

る取引における制度上・輸送上の条件が

日本国内の取引と比較して大きな差異が

ないものであって，品質面等において内

外の商品の代替性が高い商品や，非鉄金

属など鉱物資源のように商品取引所を通

じて国際的な価格指標が形成されている

商品がある。このような商品については，

当該地理的範囲における当事会社グルー

プの市場シェア・順位，当事会社間の従

来の競争の状況，競争者の市場シェアと

の格差，競争者の供給余力・差別化の程

度等を加味して，競争に与える影響を判

断する。 

(2) 輸入 

輸入圧力が十分働いていれば，当該企業

結合が一定の取引分野における競争を制限

することとなるおそれは小さいものとなる

（注６）。 

需要者が当事会社グループの商品から容

易に輸入品に使用を切り替えられる状況に

あり，当事会社グループが当該商品の価格

を引き上げた場合に，輸入品への切替えが

増加する蓋然性が高いときには，当事会社

グループは，輸入品に売上げを奪われるこ

とを考慮して，当該商品の価格を引き上げ

ないことが考えられる。 

輸入圧力が十分働いているか否かについ

ては，現在輸入が行われているかどうかに

かかわらず，次の①～④のような輸入に係

る状況をすべて検討の上，商品の価格が引

き上げられた場合に，輸入の増加が一定の

期間（注７）に生じ，当事会社グループが

ある程度自由に価格等を左右することを妨

げる要因となり得るか否かについて考慮す
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る。 

①～② （略） 

③ 輸入品と当事会社グループの商品の代

替性の程度 

輸入品と当事会社グループの商品との

代替性が高い場合には，それだけ需要者

は躊躇なく輸入品を購入・使用すること

が可能と考えられる。 

他方，輸入品と当事会社グループの商

品に品質差がある場合，輸入品の品揃え

に問題がある場合，又は需要者の使い慣

れの問題がある場合には，輸入品が選好

されない可能性がある。このような場合

には，当事会社グループが商品の価格を

引き上げたとしても輸入が増加せず，輸

入圧力は働きにくいと考えられる。 

輸入品と当事会社グループの商品との

代替性の程度を評価するに当たっては，

輸入品と当事会社グループの商品との価

格水準の違いや価格・数量の動き等の過

去の実績を参考にする場合がある。 

例えば，当事会社グループの商品の価

格が上昇した場合に，輸入品の販売数量

が増加した実績があるときには，輸入品

との代替性が高いと認められることがあ

る。 

また，主な需要者が輸入品を使用した

経験の有無やその評価，輸入品採用の意

向などから，当事会社グループの商品と

輸入品との代替性が高いか否かを判断で

きる場合がある。 

④ 海外の供給可能性の程度 

当事会社グループが商品の価格を引き

上げた場合の輸入増加の可能性の程度を

評価する必要がある。 

海外の事業者が安い生産費用で十分な

る。 

①～② （略） 

③ 輸入品と当事会社グループの商品の代

替性の程度 

輸入品と当事会社グループの商品との

代替性が高い場合には，それだけ需要者

は躊躇なく輸入品を購入・使用すること

が可能と考えられる。 

他方，輸入品と当事会社グループの商

品に品質差がある場合，輸入品の品揃え

に問題がある場合，又は需要者の使い慣

れの問題がある場合には，輸入品が選好

されない可能性がある。このような場合

には，当事会社グループが商品の価格を

引き上げたとしても輸入が増加せず，輸

入圧力は働きにくいと考えられる。 

輸入品と当事会社グループの商品との

代替性の程度を評価するに当たっては，

輸入品と当事会社グループの商品との価

格水準の違いや価格・数量の動き等の過

去の実績を参考にする場合がある。 

例えば，当事会社の商品の価格が上昇

した場合に，輸入品の販売数量が増加し

た実績があるときには，輸入品との代替

性が高いと認められることがある。 

また，主な需要者が輸入品を使用した

経験の有無やその評価，輸入品採用の意

向などから，当事会社グループの商品と

輸入品との代替性が高いか否かを判断で

きる場合がある。 

④ 海外の供給可能性の程度 

当事会社グループが商品の価格を引き

上げた場合の輸入増加の可能性の程度を

評価する必要がある。 

海外の事業者が安い生産費用で十分な
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供給余力を有している場合には，それだ

け国内価格の上昇に応じて輸入が増加す

る蓋然性が高いと考えられる。海外製品

の輸入や海外の事業者の日本向け輸出へ

の具体的な計画がある場合には，そうで

ない場合に比べて，輸入増加の蓋然性が

高い。また，海外に有力な競争者が存在

し，現に相当程度，国内への供給を行っ

ている場合や，近い将来にその事業者が

国内に物流・販売拠点を設け，商品を供

給する具体的な計画を有しており，その

実現可能性が高い場合には，輸入圧力が

働きやすいと考えられる。 

また，日本以外の市場へ当該商品を供

給しているが，国内価格次第で日本へ仕

向地を変更する蓋然性が高い海外事業者

が存在する場合や，国内価格次第で設備

能力等の増強を行い日本への供給を行う

蓋然性の高い海外事業者が存在する場合

には，国内価格の上昇に応じて輸入が増

加する可能性が高く，輸入圧力の要因と

なり得る。さらに，海外の有力な事業者

が生産能力を増強する結果，海外におけ

る供給量が増加する場合に，海外での市

場価格が下落し，国内製品との間に内外

価格差が生じることがあるが，こうした

内外価格差が生じるときには，輸入圧力

が高まる可能性がある。 

（注８）ここでいう「輸入」とは，前記第

２の３において画定された地理的範

囲以外の地域から商品が供給される

ことをいう。このため，国境を越え

た一定の地域が地理的範囲と画定さ

れた場合は，当該地理的範囲以外の

地域から当該地理的範囲に向けて行

われる商品の供給をもって「輸入」

とみることとする。 

（注９）おおむね２年以内を目安とする

供給余力を有している場合には，それだ

け国内価格の上昇に応じて輸入が増加す

る蓋然性が高いと考えられる。海外製品

の輸入や海外の事業者の日本向け輸出へ

の具体的な計画がある場合には，そうで

ない場合に比べて，輸入増加の蓋然性が

高い。また，海外に有力な競争者が存在

し，現に相当程度，国内への供給を行っ

ている場合や，近い将来にその事業者が

国内に物流・販売拠点を設け，商品を供

給する具体的な計画を有しており，その

実現可能性が高い場合には，輸入圧力が

働きやすいと考えられる。 

また，日本以外の市場へ当該商品を供

給しているが，国内価格次第で日本へ仕

向地を変更する蓋然性が高い海外事業者

が存在する場合や，国内価格次第で設備

能力等の増強を行い日本への供給を行う

蓋然性の高い海外事業者が存在する場合

には，国内価格の上昇に応じて輸入が増

加する可能性が高く，輸入圧力の要因と

なり得る。さらに，海外の有力な事業者

が生産能力を増強する結果，海外におけ

る供給量が増加する場合に，海外での市

場価格が下落し，国内製品との間に内外

価格差が生じることがあるが，こうした

内外価格差が生じるときには，輸入圧力

が高まる可能性がある。 

（注６）ここでいう「輸入」とは，前記第

２の３において画定された地理的範

囲以外の地域から商品が供給される

ことをいう。このため，国境を越え

た一定の地域が地理的範囲と画定さ

れた場合は，当該地理的範囲以外の

地域から当該地理的範囲に向けて行

われる商品の供給をもって「輸入」

とみることとする。 

（注７）おおむね２年以内を目安とする
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が，産業の特性によりこれよりも短

期間の場合もあれば長期間の場合も

ある。後記（３）の参入における「一

定の期間」についても同様である。

(3) 参入 

（略） 

①～② （略） 

③ 参入者の商品と当事会社グループの商

品の代替性の程度 

参入者が供給するであろう商品と当事

会社グループの商品との代替性が高い場

合には，それだけ需要者は躊躇なく参入

者の商品を購入・使用することが可能と

考えられる。 

他方，参入者が当事会社グループと同

等の品質の商品を同等の品揃えで製造・

販売することが困難であるような場合，

又は需要者の使い慣れの問題から参入者

の商品が選好されないような場合には，

参入が行われにくくなる可能性があり，

また，参入が行われたとしても当事会社

グループの商品に対する十分な競争圧力

とはなりにくいと考えられる。 

④ （略） 

(4) 隣接市場からの競争圧力 

第２において画定された一定の取引分野

に関連する市場，例えば，地理的に隣接す

る市場及び当該商品と類似の効用等を有す

る商品（以下「類似品」という。）の市場に

おける競争の状況についても考慮の対象と

なる。 

例えば，隣接市場において十分に活発な

競争が行われている場合や，近い将来にお

いて類似品が当該商品に対する需要を代替

が，産業の特性によりこれよりも短

期間の場合もあれば長期間の場合も

ある。後記（３）の参入における「一

定の期間」についても同様である。

(3) 参入 

（略） 

①～② （略） 

③ 参入者の商品と当事会社の商品の代替

性の程度 

参入者が供給するであろう商品と当事

会社グループの商品との代替性が高い場

合には，それだけ需要者は躊躇なく参入

者の商品を購入・使用することが可能と

考えられる。 

他方，参入者が当事会社グループと同

等の品質の商品を同等の品揃えで製造・

販売することが困難であるような場合，

又は需要者の使い慣れの問題から参入者

の商品が選好されないような場合には，

参入が行われにくくなる可能性があり，

また，参入が行われたとしても当事会社

グループの商品に対する十分な競争圧力

とはなりにくいと考えられる。 

④ （略） 

(4) 隣接市場からの競争圧力 

第２において画定された一定の取引分野

に関連する市場，例えば，地理的に隣接す

る市場及び当該商品と類似の効用等を有す

る商品（以下「競合品」という。）の市場に

おける競争の状況についても考慮の対象と

なる。 

例えば，隣接市場において十分に活発な

競争が行われている場合や，近い将来にお

いて競合品が当該商品に対する需要を代替



28 

する蓋然性が高い場合には，当該一定の取

引分野における競争を促進する要素として

評価し得る場合がある。 

需要の減少により市場が縮小している商

品について，類似品が当該商品に対する需

要を代替する蓋然性が高い場合も同様であ

る。 

ア 類似品 

当該商品と効用等は類似しているが別

の市場を構成している類似品の市場が存

在する場合には，販売網，需要者，価格等

の面からみた効用等の類似性により，類

似品が，当事会社グループがある程度自

由に価格等を左右することをある程度妨

げる要因となり得る。 

イ （略） 

(5) 需要者からの競争圧力 

当該一定の取引分野への競争圧力は，次

の取引段階に位置する需要者側から生じる

こともある。需要者が，当事会社グループ

に対して，対抗的な交渉力を有している場

合には，取引関係を通じて，当事会社グル

ープがある程度自由に価格等を左右するこ

とをある程度妨げる要因となり得る。需要

者側からの競争圧力が働いているか否かに

ついては，次のような需要者と当事会社グ

ループの取引関係等に係る状況を考慮す

る。 

① （略） 

② 取引先変更の容易性 

 需要者が，ある供給者から他の供給者

への供給先の切替えを行うことが容易で

あり，切替えの可能性を当該供給者に示

すことによって価格交渉力が生じている

ときには，需要者からの競争圧力が働い

する蓋然性が高い場合には，当該一定の取

引分野における競争を促進する要素として

評価し得る場合がある。 

需要の減少により市場が縮小している商

品について，競合品が当該商品に対する需

要を代替する蓋然性が高い場合も同様であ

る。 

ア 競合品 

当該商品と効用等は類似しているが別

の市場を構成している競合品の市場が存

在する場合には，販売網，需要者，価格等

の面からみた効用等の類似性により，競

合品が，当事会社グループがある程度自

由に価格等を左右することをある程度妨

げる要因となり得る。 

イ （略） 

(5) 需要者からの競争圧力 

当該一定の取引分野への競争圧力は，次

の取引段階に位置する需要者側から生じる

こともある。需要者が，当事会社グループ

に対して，対抗的な交渉力を有している場

合には，取引関係を通じて，当事会社グル

ープがある程度自由に価格等を左右するこ

とをある程度妨げる要因となり得る。需要

者側からの競争圧力が働いているか否かに

ついては，次のような需要者と当事会社の

取引関係等に係る状況を考慮する。 

① （略） 

② 取引先変更の容易性 

 需要者が，ある供給者から他の供給者

への供給先の切替えを行うことが容易で

あり，切替えの可能性を当該供給者に示

すことによって価格交渉力が生じている

ときには，需要者からの競争圧力が働い
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ていると考えられる。例えば，需要者が，

電子商取引や入札購買によって競争的に

供給者を選択している場合，容易に内製

に転換することができる場合，当該商品

以外を含めて多様に取引を変更すること

が容易な状況にあり購買者圧力が形成さ

れている場合，大規模な量販店のように

取引規模が大きく複数の購買先を有して

いる場合等，需要者の調達方法，供給先

の分散の状況や変更の難易の程度などか

らみて，当該需要者の価格交渉力が強い

ときには，当事会社グループが価格等を

ある程度自由に左右することをある程度

妨げる要因となり得る。 

 他方，例えば，ネットワーク効果の存

在やスイッチングコスト等のために需要

者が当事会社グループから他の供給者へ

供給先の切替えを行うに当たっての障壁

が高い場合など，需要者にとって当事会

社グループから他の供給者への供給先の

切替えを行うことが容易ではない場合に

は，需要者からの競争圧力が働きにくい

と考えられる。 

③ （略） 

(6)～(7) （略） 

(8) 当事会社グループの経営状況 

ア （略） 

イ 競争を実質的に制限することとなるお

それは小さい場合 

企業結合が一定の取引分野における競

争を実質的に制限することとなるか否か

については，個々の事案ごとに各判断要

素を総合的に勘案して判断するが，次の

場合には，水平型企業結合が単独行動に

ていると考えられる。例えば，需要者が，

電子商取引や入札購買によって競争的に

供給者を選択している場合，容易に内製

に転換することができる場合，当該商品

以外を含めて多様に取引を変更すること

が容易な状況にあり購買者圧力が形成さ

れている場合，大規模な量販店のように

取引規模が大きく複数の購買先を有して

いる場合等，需要者の調達方法，供給先

の分散の状況や変更の難易の程度などか

らみて，当該需要者の価格交渉力が強い

ときには，当事会社グループが価格等を

ある程度自由に左右することをある程度

妨げる要因となり得る。 

③ （略） 

(6)～(7) （略） 

(8) 当事会社グループの経営状況 

ア （略） 

イ 競争を実質的に制限することとなるお

それは小さい場合 

企業結合が一定の取引分野における競

争を実質的に制限することとなるか否か

については，個々の事案ごとに各判断要

素を総合的に勘案して判断するが，次の

場合には，水平型企業結合が単独行動に
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より一定の取引分野における競争を実質

的に制限することとなるおそれは小さい

と通常考えられる。 

① 一方当事会社が継続的に大幅な経常

損失を計上しているか，実質的に債務

超過に陥っているか，運転資金の融資

が受けられない状況であって，企業結

合がなければ近い将来において倒産し

市場から退出する蓋然性が高いことが

明らかな場合において，これを企業結

合により救済することが可能な事業者

で，他方当事会社による企業結合より

も競争に与える影響が小さいものの存

在が認め難いとき。 

② 一方当事会社の企業結合の対象とな

る事業部門が，継続的に大幅な損失を

計上するなど著しい業績不振に陥って

おり，企業結合がなければ近い将来に

おいて市場から退出する蓋然性が高い

ことが明らかな場合において，これを

企業結合により救済することが可能な

事業者で，他方当事会社による企業結

合よりも競争に与える影響が小さいも

のの存在が認め難いとき。 

(9) 一定の取引分野の規模 

複数の事業者が事業活動を行うと，効率

的な事業者であっても採算が取れないほど

一定の取引分野の規模が十分に大きくな

く，企業結合がなくても複数の事業者によ

る競争を維持することが困難な場合には，

当該複数の事業者が企業結合によって１社

となったとしても，当該企業結合により一

定の取引分野における競争を実質的に制限

することとはならないと通常考えられる。

３ 協調的行動による競争の実質的制限につい

ての判断要素 

次の判断要素を総合的に勘案して，水平型

より一定の取引分野における競争を実質

的に制限することとなるおそれは小さい

と通常考えられる。 

① 当事会社の一方が継続的に大幅な経

常損失を計上しているか，実質的に債

務超過に陥っているか，運転資金の融

資が受けられない状況であって，企業

結合がなければ近い将来において倒産

し市場から退出する蓋然性が高いこと

が明らかな場合において，これを企業

結合により救済することが可能な事業

者で，他方当事会社による企業結合よ

りも競争に与える影響が小さいものの

存在が認め難いとき。 

② 当事会社の一方の企業結合の対象と

なる事業部門が，継続的に大幅な損失

を計上するなど著しい業績不振に陥っ

ており，企業結合がなければ近い将来

において市場から退出する蓋然性が高

いことが明らかな場合において，これ

を企業結合により救済することが可能

な事業者で，他方当事会社による企業

結合よりも競争に与える影響が小さい

ものの存在が認め難いとき。 

（新設） 

３ 協調的行動による競争の実質的制限につい

ての判断要素 

次の判断要素を総合的に勘案して，水平型
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企業結合が協調的行動により一定の取引分野

における競争を実質的に制限することとなる

か否か判断する。 

(1) 当事会社グループ及び競争者の地位等並

びに市場における競争の状況等 

ア 競争者の数等 

一定の取引分野における競争者の数が

少ない又は少数の有力な事業者に市場シ

ェアが集中している場合には，競争者の

行動を高い確度で予測しやすいと考えら

れる。 

また，各事業者が同質的な商品を販売

しており，費用条件が類似している場合

などには，各事業者の利害が共通するこ

とが多いため，協調的行動がとられやす

くなり，また，競争者が協調的な行動を

とるか否かを高い確度で予測しやすいと

考えられる。 

したがって，企業結合によりこのよう

な状況が生じる場合には，競争に及ぼす

影響が特に大きい。 

イ～ウ （略） 

エ 共同出資会社の扱い 

出資会社が行っていた特定の事業部門

の全部を共同出資会社によって統合する

ことにより，出資会社の業務と分離させ

る場合には，出資会社と共同出資会社相

互間の業務の関連性は薄いと考えられ

る。 

したがって，例えば，ある商品の生産・

販売，研究開発等の事業すべてが共同出

資会社によって統合される場合には，共

同出資会社について，競争者と協調的な

行動をとるとみられるか否かを考慮する

こととなる。 

他方，出資会社が行っていた特定の事

企業結合が協調的行動により一定の取引分野

における競争を実質的に制限することとなる

か否か判断する。 

(1) 当事会社グループの地位及び競争者の状

況 

ア 競争者の数等 

一定の取引分野における競争者の数が

少ない又は少数の有力な事業者に市場シ

ェアが集中している場合には，競争者の

行動を高い確度で予測しやすいと考えら

れる。 

また，各事業者が同質的な商品を販売

しており，費用条件が類似している場合

などには，各事業者の利害が共通するこ

とが多いため，協調的行動がとられやす

くなり，また，競争者が協調的な行動を

とるかどうかを高い確度で予測しやすい

と考えられる。 

したがって，企業結合によりこのよう

な状況が生じる場合には，競争に及ぼす

影響が特に大きい。 

イ～ウ （略） 

エ 共同出資会社の扱い 

出資会社が行っていた特定の事業部門

の全部を共同出資会社によって統合する

ことにより，出資会社の業務と分離させ

る場合には，出資会社と共同出資会社相

互間の業務の関連性は薄いと考えられ

る。 

したがって，例えば，ある商品の生産・

販売，研究開発等の事業すべてが共同出

資会社によって統合される場合には，共

同出資会社について，競争者と協調的な

行動をとるとみられるかどうかを考慮す

ることとなる。 

他方，出資会社が行っていた特定の事
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業部門の一部が共同出資会社によって統

合される場合等には，出資会社について

も，競争者と協調的な行動をとるとみら

れるか否かを考慮することとなる。 

出資会社間についても競争者と協調的

な行動をとるとみられるか否かを考慮す

べきかどうかの判断に当たっては，共同

出資会社に係る出資会社間の具体的な契

約の内容や結合の実態，出資会社相互間

に取引関係がある場合にはその内容等を

考慮する。 

例えば，ある商品の生産部門のみが共

同出資会社によって統合され，出資会社

は引き続き当該商品の販売を行う場合，

共同出資会社の運営を通じ出資会社相互

間に協調関係が生じることのないよう措

置が講じられているときであっても，生

産費用が共通となることから価格競争の

余地が減少し，他の出資会社を含め競争

者と協調的な行動をとる誘因が生じると

考えられる。このような場合，出資会社

が他の出資会社を含め競争者と協調的な

行動をとるとみられるか否かを考慮する

こととなる。 

(2) 取引の実態等 

ア 取引条件等 

事業者団体が構成事業者の販売価格や

数量に関する情報を収集・提供している

場合など，価格，数量など競争者の取引

条件に関する情報が容易に入手すること

ができるときには，競争者の行動を高い

確度で予測しやすく，また，競争者が協

調的行動をとっているか否か把握するこ

とも容易であると考えられる。さらに，

このような場合には，例えば，価格を引

き下げて売上げの拡大を図る行動がとら

れたときには，他の競争者は容易にそれ

を知り，価格引下げにより奪われた売上

業部門の一部が共同出資会社によって統

合される場合等には，出資会社について

も，競争者と協調的な行動をとるとみら

れるかどうかを考慮することとなる。 

出資会社間についても競争者と協調的

な行動をとるとみられるかどうかを考慮

すべきかどうかの判断に当たっては，共

同出資会社に係る出資会社間の具体的な

契約の内容や結合の実態，出資会社相互

間に取引関係がある場合にはその内容等

を考慮する。 

例えば，ある商品の生産部門のみが共

同出資会社によって統合され，出資会社

は引き続き当該商品の販売を行う場合，

共同出資会社の運営を通じ出資会社相互

間に協調関係が生じることのないよう措

置が講じられているときであっても，生

産費用が共通となることから価格競争の

余地が減少し，他の出資会社を含め競争

者と協調的な行動をとる誘因が生じると

考えられる。このような場合，出資会社

が他の出資会社を含め競争者と協調的な

行動をとるとみられるかどうかを考慮す

ることとなる。 

(2) 取引の実態等 

ア 取引条件等 

事業者団体が構成事業者の販売価格や

数量に関する情報を収集・提供している

場合など，価格，数量など競争者の取引

条件に関する情報が容易に入手すること

ができるときには，競争者の行動を高い

確度で予測しやすく，また，競争者が協

調的行動をとっているかどうか把握する

ことも容易であると考えられる。さらに，

このような場合には，例えば，価格を引

き下げて売上げの拡大を図る行動がとら

れたときには，他の競争者は容易にそれ

を知り，価格引下げにより奪われた売上
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げを取り戻そうとする可能性が高いの

で，そのような行動をとる誘因は小さく

なると考えられる。 

他方，大口の取引が不定期に行われて

いる場合には，例えば，価格を引き下げ

て大口の取引を受注することによる利益

が大きく，また，その機会も頻繁ではな

いので，競争者と協調的な行動をとる誘

因は小さくなり，また，競争者の行動を

予測することが困難であると考えられ

る。 

逆に，小口の取引が定期的に行われて

いる場合には，競争者と協調的な行動が

とられやすいと考えられる。 

イ～ウ （略） 

(3) 輸入，参入及び隣接市場からの競争圧力

等 

輸入圧力が十分に働いていれば，例えば，

協調的に国内品の価格を引き上げたとして

も，輸入品が増加し，売上げを奪われるこ

とになるので，協調的行動がとられる可能

性は低くなると考えられる。 

現在相当量の輸入が行われており，海外

の事業者の生産費用や事業戦略等が国内の

事業者と異なる場合には，海外の事業者と

国内の事業者の利害が一致しにくく，協調

的な行動がとられにくい可能性がある。こ

のような状況において国内品の価格が引き

上げられた場合には，輸入品が増加するの

で，当事会社グループとその競争者が協調

的行動により価格等をある程度自由に左右

することは困難であると考えられる。ただ

し，海外の事業者が国内において既存業者

として定着しているような場合等において

は，当該事業者が当事会社グループを含む

競争者と協調的行動をとることも考えられ

げを取り戻そうとする可能性が高いの

で，そのような行動をとる誘因は小さく

なると考えられる。 

他方，大口の取引が不定期に行われて

いる場合には，例えば，価格を引き下げ

て大口の取引を受注することによる利益

が大きく，また，その機会も頻繁ではな

いので，競争者と協調的な行動をとる誘

因は小さくなり，また，競争者の行動を

予測することが困難であると考えられ

る。 

逆に，小口の取引が定期的に行われて

いる場合には，競争者と協調的な行動が

とられやすいと考えられる。 

イ～ウ （略） 

(3) 輸入，参入及び隣接市場からの競争圧力

等 

輸入圧力が十分に働いていれば，例えば，

協調的に国内品の価格を引き上げたとして

も，輸入品が増加し，売上げを奪われるこ

とになるので，協調的行動がとられる可能

性は低くなると考えられる。 

現在相当量の輸入が行われており，海外

の事業者の生産費用や事業戦略等が国内の

事業者と異なる場合には，海外の事業者と

国内の事業者の利害が一致しにくく，協調

的な行動がとられにくい可能性がある。こ

のような状況において国内品の価格が引き

上げられた場合には，輸入品が増加するの

で，当事会社グループとその競争者が協調

的行動により価格等をある程度自由に左右

することは困難であると考えられる。ただ

し，海外の事業者が国内において既存業者

として定着しているような場合等において

は，当該事業者が当事会社を含む競争者と

協調的行動をとることも考えられる。 
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る。 

また，現在の輸入量が小さい場合であっ

ても，例えば，国内の事業者が協調的に国

内品の価格を引き上げた場合に，輸入品が

容易に増加し，国内品の売上げを奪う場合

には，協調的行動がとられる可能性は低く

なると考えられる。 

国内の事業者が価格を引き上げた場合

に，輸入圧力が働くか否かは，前記２（２）

①～④と同様の観点から，制度上の障壁の

程度，輸入に係る輸送費用の程度や流通上

の問題の有無，輸入品と国内品の代替性の

程度及び海外の供給可能性の程度を検討

し，当事会社グループ及び他の国内の事業

者が協調して価格を引き上げた場合に，需

要者が国内品から輸入品に容易に切り替え

られるため，一定の期間（注９）に輸入が

増加し，価格引上げを妨げることとなるか

否かについて検討する。 

また，参入についても同様に考えられる。

参入の可能性については，前記２(3)①～④

と同様の観点から，制度上の参入障壁の程

度，実態面での参入障壁の程度，参入者の

商品と既存事業者の商品の代替性の程度及

び参入可能性の程度を検討し，当事会社グ

ループ及び他の事業者が協調して価格を引

き上げた場合に，一定の期間（注９）に参

入が行われ，価格引上げを妨げることとな

るか否かについて検討する。 

隣接市場からの競争圧力や需要者からの

競争圧力も，同様に，協調的行動がとられ

ることを妨げ，あるいは，当事会社グルー

プとその競争者が協調的行動により価格等

をある程度自由に左右することを妨げる要

因となり得る。 

例えば，需給状況，主な需要者の調達方

法及び供給先の分散の状況又は変更の難易

の程度などからみて，需要者の価格交渉力

また，現在の輸入量が小さい場合であっ

ても，例えば，国内の事業者が協調的に国

内品の価格を引き上げた場合に，輸入品が

容易に増加し，国内品の売上げを奪う場合

には，協調的行動がとられる可能性は低く

なると考えられる。 

国内の事業者が価格を引き上げた場合

に，輸入圧力が働くか否かは，前記２（２）

①～④と同様の観点から，制度上の障壁の

程度，輸入に係る輸送費用の程度や流通上

の問題の有無，輸入品と国内品の代替性の

程度及び海外の供給可能性の程度を検討

し，当事会社及び他の国内の事業者が協調

して価格を引き上げた場合に，需要者が国

内品から輸入品に容易に切り替えられるた

め，一定の期間（注７）に輸入が増加し，価

格引上げを妨げることとなるか否かについ

て検討する。 

また，参入についても同様に考えられる。

参入の可能性については，前記２(3)①～④

と同様の観点から，制度上の参入障壁の程

度，実態面での参入障壁の程度，参入者の

商品と既存事業者の商品の代替性の程度及

び参入可能性の程度を検討し，当事会社及

び他の事業者が協調して価格を引き上げた

場合に，一定の期間（注７）に参入が行わ

れ，価格引上げを妨げることとなるか否か

について検討する。 

隣接市場からの競争圧力や需要者からの

競争圧力も，同様に，協調的行動がとられ

ることを妨げ，あるいは，当事会社グルー

プとその競争者が協調的行動により価格等

をある程度自由に左右することを妨げる要

因となり得る。 

例えば，需給状況，主な需要者の調達方

法及び供給先の分散の状況又は変更の難易

の程度などからみて，需要者の価格交渉力

が強い場合には，当事会社グループとその
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が強い場合には，当事会社グループとその

競争者が協調的行動をとることが困難であ

る場合が多いと考えられる。 

(4) 効率性及び当事会社グループの経営状

況 

前記２(7)及び(8)に準じて判断する。 

第５ 垂直型企業結合による競争の実質的制限 

１ 基本的考え方等 

(1) 基本的考え方 

前記第３の２のとおり，垂直型企業結合は，

一定の取引分野における競争単位の数を減少

させないので，水平型企業結合に比べて競争

に与える影響は大きくなく，市場の閉鎖性・

排他性，協調的行動等による競争の実質的制

限の問題を生じない限り，通常，一定の取引

分野における競争を実質的に制限することと

なるとは考えられない。垂直型企業結合につ

いても，単独行動による競争の実質的制限と

協調的行動による競争の実質的制限の２つの

観点から検討される。 

競争者が協調的行動をとることが困難であ

る場合が多いと考えられる。 

(4) 効率性及び当事会社グループの経営状

況 

前記２(7)及び(8)に準じて判断する。 

第５ 垂直型企業結合及び混合型企業結合による

競争の実質的制限 

１ 基本的考え方 

前記のとおり，垂直型企業結合及び混合型

企業結合は，一定の取引分野における競争単

位の数を減少させないので，水平型企業結合

に比べて競争に与える影響は大きくなく，市

場の閉鎖性・排他性，協調的行動等による競

争の実質的制限の問題を生じない限り，通常，

一定の取引分野における競争を実質的に制限

することとなるとは考えられない。垂直型企

業結合及び混合型企業結合についても，単独

行動による競争の実質的制限と協調的行動に

よる競争の実質的制限の２つの観点から検討

される。 

(1) 単独行動による競争の実質的制限 

垂直型企業結合及び混合型企業結合が単

独行動により一定の取引分野における競争

を実質的に制限することとなるのは，典型

的には，次のような場合である。 

垂直型企業結合が行われると，当事会社

グループ間でのみ取引することが有利にな

るため，事実上，他の事業者の取引の機会

が奪われ，当事会社グループ間の取引部分

について閉鎖性・排他性の問題が生じる場

合がある。例えば，複数の原材料メーカー

より原材料を購入し，かつ，大きな市場シ

ェアを有する完成品メーカーと原材料メー

カーが合併し，当事会社の完成品メーカー

部門が当事会社の原材料部門からのみ原材

料を調達する場合，他の原材料メーカーは，
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事実上，大口の需要先との取引の機会を奪

われる可能性がある。また，例えば，複数

の完成品メーカーに原材料を販売し，かつ，

大きな市場シェアを有する原材料メーカー

と当該原材料の需要者である完成品メーカ

ーが合併し，当事会社の原材料メーカー部

門がその完成品メーカー部門にのみ原材料

を販売するようになる場合，他の完成品メ

ーカーは，事実上，主要な原材料の供給元

を奪われる可能性がある。有力なメーカー

と有力な流通業者とが合併した場合も，他

のメーカーが新規参入をするに当たって，

自ら流通網を整備しない限り参入が困難と

なるときには，競争に及ぼす影響が大きい。

なお，垂直型企業結合後も当事会社が競

争者と取引を継続する場合において，企業

結合前と比較して競争者が取引上不利に取

り扱われることにより，実効性のある競争

が期待できなくなるときも，競争に及ぼす

影響が大きい。 

当事会社グループの市場シェアが大きい

場合には，垂直型企業結合によって当事会

社グループ間の取引部分についてこのよう

な閉鎖性・排他性の問題が生じる結果，当

事会社グループが当該商品の価格その他の

条件をある程度自由に左右することができ

る状態が容易に現出し得るときがある。こ

のような場合，垂直型企業結合は，一定の

取引分野における競争を実質的に制限する

こととなる。 

混合型企業結合が行われ，当事会社グル

ープの総合的な事業能力が増大する場合に

も，市場の閉鎖性・排他性等の問題が生じ

るときがある。例えば，企業結合後の当事

会社グループの原材料調達力，技術力，販

売力，信用力，ブランド力，広告宣伝力等

の事業能力が増大し，競争力が著しく高ま

り，それによって競争者が競争的な行動を



37 

(2) 競争を実質的に制限することとならない

場合 

垂直型企業結合が一定の取引分野におけ

る競争を実質的に制限することとなるか否

かについては，個々の事案ごとに後記２又

は３の各判断要素を総合的に勘案して判断

するが，企業結合後の当事会社グループの

市場シェアが下記①又は②に該当する場合

には，垂直型企業結合が一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限することとなる

とは通常考えられない（注 10）。 

① 当事会社が関係するすべての一定の取

引分野において，企業結合後の当事会社

グループの市場シェアが10％以下である

場合 

とることが困難になり，市場の閉鎖性・排

他性等の問題が生じるときがある。 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限 

垂直型企業結合及び混合型企業結合が協

調的行動により一定の取引分野における競

争を実質的に制限することとなるのは，典

型的には，次のような場合である。 

例えば，メーカーと流通業者との間に垂

直的企業結合が生じることによって，メー

カーが垂直型企業結合関係にある流通業者

を通じて，当該流通業者と取引のある他の

メーカーの価格等の情報を入手し得るよう

になる結果，当事会社グループのメーカー

を含むメーカー間で協調的に行動すること

が高い確度で予測することができるように

なる場合がある。このような場合には，当

事会社グループとその競争者が当該商品の

価格等をある程度自由に左右することがで

きる状態が容易に現出し得るので，垂直型

企業結合が，一定の取引分野における競争

を実質的に制限することとなる。 

混合型企業結合が行われた場合にも，同

様の問題が生じる場合がある。 

(3) 競争を実質的に制限することとならない

場合 

垂直型企業結合及び混合型企業結合が一

定の取引分野における競争を実質的に制限

することとなるか否かについては，個々の

事案ごとに後記２の各判断要素を総合的に

勘案して判断するが，企業結合後の当事会

社グループの市場シェアが下記①又は②に

該当する場合には，垂直型企業結合及び混

合型企業結合が一定の取引分野における競

争を実質的に制限することとなるとは通常

考えられない。 

① 当事会社が関係するすべての一定の取

引分野において，企業結合後の当事会社

グループの市場シェアが10％以下である
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② 当事会社が関係するすべての一定の取

引分野において，企業結合後のＨＨＩが

2,500 以下の場合であって，企業結合後

の当事会社グループの市場シェアが25％

以下である場合 

なお，上記の基準に該当しない場合であ

っても，直ちに競争を実質的に制限するこ

ととなるものではなく個々の事案ごとに判

断されることとなるが，過去の事例に照ら

せば，企業結合後のＨＨＩが 2,500 以下で

あり，かつ，企業結合後の当事会社グルー

プの市場シェアが 35％以下の場合には，競

争を実質的に制限することとなるおそれは

小さいと通常考えられる。 

（注 10）（注５）参照。 

場合 

② 当事会社が関係するすべての一定の取

引分野において，企業結合後のＨＨＩが

2,500 以下の場合であって，企業結合後

の当事会社グループの市場シェアが25％

以下である場合 

なお，上記の基準に該当しない場合であ

っても，直ちに競争を実質的に制限するこ

ととなるものではなく個々の事案ごとに判

断されることとなるが，過去の事例に照ら

せば，企業結合後のＨＨＩが 2,500 以下で

あり，かつ，企業結合後の当事会社グルー

プの市場シェアが 35％以下の場合には，競

争を実質的に制限することとなるおそれは

小さいと通常考えられる。 

２ 垂直型企業結合及び混合型企業結合による

競争の実質的制限の判断要素 

(1) 単独行動による競争の実質的制限の判断

要素 

次の判断要素を総合的に勘案して，垂直

型企業結合及び混合型企業結合が単独行動

により一定の取引分野における競争を実質

的に制限することとなるか否か判断する。

ア 当事会社グループの地位及び競争者の

状況 

企業結合後の当事会社グループの市場

シェアが小さく，その順位も低い場合に

は，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じ

る可能性は小さい。 

また，当事会社グループの市場シェア

と競争者の市場シェアの格差が小さい場

合や，競争者の供給余力が大きい場合に

は，代替的な取引先を確保することがで

きる可能性が大きいので，市場の閉鎖性・

排他性の問題が生じる可能性は小さい。

イ 輸入・参入，総合的な事業能力，効率

性等 
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２ 単独行動による競争の実質的制限 

  垂直型企業結合後，当事会社が当事会社グ

ループ間でのみ取引を行い，事実上，他の事

業者の取引の機会が奪われることなどによ

り，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる場

合がある。その結果，当事会社グループが当

該商品の価格等をある程度自由に左右するこ

とができる状態が容易に現出し得るような場

合，垂直型企業結合は，一定の取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとなる。 

垂直型企業結合が単独行動により一定の取

引分野における競争を実質的に制限すること

となるか否かについては，次の(1)及び(2)に

基づき市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる

程度を検討し，その上で(3)の判断要素も勘案

して判断する。 

なお，例えばある商品のメーカーとその商

品の販売業者が垂直型企業結合を行う場合，

当該メーカーの属する一定の取引分野を川上

市場といい，当該販売業者の属する一定の取

引分野を川下市場という。 

(1) 川下市場において市場の閉鎖性・排他性

の問題が生じる場合 

ア 供給拒否等 

  垂直型企業結合後，川上市場の当事会

社（図２のＡ社）が，川下市場の当事会社

第４の２(2)～(8)に準じて判断する。

ウ その他 

企業結合の当事会社の一部が他の当事

会社の潜在的な競争者である場合には，

当該企業結合によって一部の当事会社の

新規参入の可能性を消滅させることにな

ることも考慮する。 

(2) 協調的行動による競争の実質的制限の判

断要素 

第４の３(1)～(3)並びに２(7)及び(8)に

準じて判断する。 

（新設） 
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（Ｂ社）以外の事業者（競争者：Ｙ社）に

対して，商品の供給の拒否又は川下市場

の当事会社（Ｂ社）との取引と比較して

不利な条件での取引（以下「供給拒否等」

という。）を行うことにより，川下市場の

競争者（Ｙ社）の競争力が減退し，これら

競争者が川下市場から退出し，又はこれ

らの競争者からの牽制力が弱くなる場合

がある。また，このような状況では，川下

市場の潜在的競争者にとって参入が困難

となり，又は参入のインセンティブが低

下する場合がある。このように，供給拒

否等によって川下市場の閉鎖性・排他性

の問題が生じる場合がある。川下市場の

閉鎖性・排他性の問題をもたらす供給拒

否等を投入物閉鎖という（注 11）。 

（注 11）投入物閉鎖により，川下市場の

閉鎖性・排他性が生じる結果，川

上市場の競争者の販売先が制限さ

れ，当該競争者の競争力が弱くな

ることで，川上市場の閉鎖性・排

他性が生じる場合もある。 

 （図２） 

投入物閉鎖が行われるか否かは，当事

会社が投入物閉鎖を行う能力があるか否

か，当事会社が投入物閉鎖を行うインセ

ンティブがあるか否かを考慮して検討す

ることとなる。 

    (ｱ) 投入物閉鎖を行う能力 

            川上市場の当事会社（図２のＡ社）

が大きな市場シェアを有する場合，川
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上市場の当事会社（Ａ社）の市場シェ

アと競争者（Ｘ社）の市場シェアの格

差が大きい場合，川上市場の競争者（Ｘ

社）が十分な供給余力を有していない

場合，技術的な理由等により川下市場

の競争者（Ｙ社）が川上市場の当事会

社（Ａ社）からその競争者（Ｘ社）へ購

入先の切替えを容易に行うことができ

ない場合などにおいては，川上市場の

当事会社（Ａ社）が川下市場の競争者

（Ｙ社）に供給拒否等を行うことによ

り，当該競争者（Ｙ社）は川上市場の当

事会社（Ａ社）以外の事業者（Ｘ社）に

購入先を十分に振り替えることができ

ず，競争力が減退し，これら競争者か

らの牽制力が弱くなる程度が大きくな

り，川下市場の閉鎖性・排他性の問題

が生じる蓋然性が大きくなると考えら

れる。 

            なお，データが市場において取引さ

れ得るような場合に，競争上重要なデ

ータを有する川上市場の事業者（Ａ社）

と当該データを活用してサービス等を

提供する事業者（Ｂ社）が垂直型企業

結合を行うことにより，データの供給

拒否等が行われ，川下市場の市場の閉

鎖性・排他性が生じる場合がある（注

12）。川上市場の当事会社（Ａ社）が有

するデータの川下市場での競争上の重

要性や川上市場の当事会社（Ａ社）が

データの投入物閉鎖を行う能力の評価

に当たっては，後記第６の２(2)の視点

と同様の視点に基づき判断する。 

          （注 12）なお，データに限らず，知的

財産権等の競争上重要な投入財

についてもデータの考え方に準

じて判断する。 

    (ｲ) 投入物閉鎖を行うインセンティブ 
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      一般的に，川上市場の当事会社（図

２のＡ社）が川下市場の競争者（Ｙ社）

に対して供給拒否等を行う場合，川上

市場の当事会社（Ａ社）の販売量が減

少し利益が減少する場合がある一方，

川下市場の競争者（Ｙ社）の競争力が

減退し川下市場の当事会社（Ｂ社）の

シェアが増加すれば，川下市場の当事

会社（Ｂ社）の利益は増加することと

なる。 

このような傾向がある中で，川上市

場の当事会社（Ａ社）が投入物閉鎖を

行うインセンティブを有する場合と

は，投入物閉鎖を行うことにより当事

会社グループ（Ａ社及びＢ社の合計）

として新たに得られる利益が失う利益

より大きい場合である。例えば，川上

市場の当事会社（Ａ社）の利益率が低

く川下市場の当事会社（Ｂ社）の利益

率や市場シェアが高い場合，川下市場

の当事会社（Ｂ社）の供給余力が大き

い場合，供給拒否等の対象となる川下

市場の競争者（Ｙ社）と当事会社（Ｂ

社）の商品の代替性が高い場合などに

おいては，供給拒否等により川上市場

で当事会社（Ａ社）が失う利益は小さ

い一方，川下市場で新たに得られる利

益は大きく，当事会社グループとして

の利益が増加する可能性は高くなる。

   イ 秘密情報の入手 

     垂直型企業結合後，川下市場の当事会

社（図３のＢ社）が，川上市場の当事会社

（Ａ社）を通じて，川上市場の当事会社

（Ａ社）と取引のある川下市場の競争者

（Ｙ社）の製品の仕様や開発に関する情

報，顧客に関する情報，原材料の調達価

格・数量・組成等の情報といった競争上

の重要な秘密情報を入手し，当該情報を
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自己に有利に用いることにより，川下市

場の競争者（Ｙ社）が不利な立場に置か

れ，これら競争者が川下市場から退出し，

又はこれらの競争者からの牽制力が弱く

なるような場合には，川下市場において

市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる場

合がある。 

（図３） 

(2) 川上市場において市場の閉鎖性・排他性

の問題が生じる場合 

 ア 購入拒否等 

   垂直型企業結合後，川下市場の当事会

社（図４のＢ社）が，川上市場の当事会社

（Ａ社）以外の事業者（競争者：Ｘ社）に

対して，商品の購入の拒否又は川上市場

の当事会社（Ａ社）との取引と比較して

不利な条件での取引（以下「購入拒否等」

という。）を行うことにより，川上市場の

競争者（Ｘ社）の競争力が減退し，これら

競争者が川上市場から退出し，又はこれ

らの競争者からの牽制力が弱くなる場合

がある。また，このような状況では，川上

市場に参入することを計画している事業

者にとって参入が困難となり，又は参入

のインセンティブが低下する場合があ

る。このように，購入拒否等によって川

上市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる

場合がある。川上市場の閉鎖性・排他性

の問題をもたらす購入拒否等を顧客閉鎖

という（注 13）。 

  （注 13）顧客閉鎖により，川上市場の閉
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鎖性・排他性が生じる結果，川下

市場の競争者の購入価格が上昇

し，当該競争者の競争力が弱くな

ることで，川下市場の閉鎖性・排

他性が生じる場合もある。 

（図４） 

     顧客閉鎖が行われるか否かは，当事会

社が顧客閉鎖を行う能力があるか否か，

当事会社が顧客閉鎖を行うインセンティ

ブがあるか否かを考慮して検討すること

となる。 

    (ｱ) 顧客閉鎖を行う能力 

            川下市場の当事会社（図４のＢ社）

が大きな市場シェアを有する場合，川

下市場の当事会社（Ｂ社）の市場シェ

アと競争者（Ｙ社）の市場シェアの格

差が大きい場合，川上市場の競争者（Ｘ

社）が当事会社（Ｂ社）の要請に応じて

関係特殊的な投資（注 14）を行うなど

供給先の切替えを容易に行うことがで

きない場合などにおいては，川下市場

の当事会社（Ｂ社）が川上市場の競争

者（Ｘ社）に購入拒否等を行うことに

より，当該競争者（Ｘ社）は川下市場の

当事会社（Ｂ社）以外の事業者（Ｙ社）

に販売先を十分に振り替えることがで

きず，競争力が減退し，これら競争者

からの牽制力が弱くなる程度が大きく

なり，川下市場の閉鎖性・排他性の問

題が生じる蓋然性が大きくなると考え

られる。 
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          （注 14）当事者にとって，ある相手方

との取引では有益であったとし

ても，他の相手方との取引では

価値がなくなるような投資のこ

と。 

    (ｲ) 顧客閉鎖を行うインセンティブ 

      一般的に，川下市場の当事会社（図

４のＢ社）が川上市場の競争者（Ｘ社）

に対して購入拒否等を行う場合，川下

市場の当事会社（Ｂ社）の購入に係る

選択肢が制限され利益が減少する場合

がある一方，川上市場の競争者（Ｘ社）

の競争力が減退し川上市場の当事会社

（Ａ社）の利益は増加する場合がある。

また，川下市場の競争者（Ｙ社）の競

争力が減退し，川下市場の当事会社（Ｂ

社）の利益が増加する場合がある。 

      このような傾向がある中で，川下市

場の当事会社（Ｂ社）が顧客閉鎖を行

うインセンティブを有する場合とは，

顧客閉鎖を行うことにより当事会社グ

ループ（Ａ社及びＢ社の合計）として

新たに得られる利益が失う利益より大

きい場合である。例えば，川上市場の

当事会社（Ａ社）の供給余力が大きい

場合，川下市場の当事会社（Ｂ社）が

川上市場の競争者（Ｘ社）からの購入

分を川上市場の当事会社（Ａ社）に振

り替えることにより当該川上市場の当

事会社（Ａ社）の稼働率が改善するな

ど，当事会社グループとして利益が増

加する可能性は高くなる。 

一方，川下市場が財やサービスを豊

富に取り揃えることが最終需要者との

関係で競争上重要である場合におい

て，川下市場の当事会社（Ｂ社）が購

入拒否等を行うことは同社の競争力を

減退させる程度が大きくなることか
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ら，当事会社グループが顧客閉鎖を行

うインセンティブはそれだけ弱くな

る。特に，川下市場が多面市場を形成

するプラットフォームの場合，川下市

場の当事会社（Ｂ社）が購入拒否等を

行うと，川下市場における同社の最終

需要者が減少し，間接ネットワーク効

果により多面市場における他の需要者

層にとっても同社の魅力が低下するこ

とから，当事会社グループが顧客閉鎖

を行うインセンティブは更に弱まるこ

ととなる。 

   イ 秘密情報の入手 

     垂直型企業結合後，川上市場の当事会

社（図５のＡ社）が，川下市場の当事会

社（Ｂ社）を通じて，川下市場の当事会

社（Ｂ社）と取引のある川上市場の競争

者（Ｘ社）の製品の販売価格，数量，仕

様等の情報といった競争上の重要な秘密

情報を入手し，当該情報を自己に有利に

用いることにより，川上市場の競争者（Ｘ

社）が不利な立場に置かれ，これら競争

者が川上市場から退出し，又はこれら競

争者からの牽制力が弱くなるような場合

には，川上市場において市場の閉鎖性・

排他性の問題が生じる場合がある。 

（図５） 

    (3) 競争圧力等の考慮 

      垂直型企業結合が単独行動により一

定の取引分野における競争を実質的に

制限することとなるか否かについて



47 

は，前記ア及びイにおける川下市場及

び川上市場の閉鎖性・排他性の程度の

ほか，前記第４の２(1)～(8)の各判断

要素について，当該部分に準じて判断

する。 

 ３ 協調的行動による競争の実質的制限 

   垂直型企業結合後，当事会社グループが競

争者の秘密情報を入手することなどにより，

協調的行動をとりやすくなる場合がある。そ

の結果，当事会社グループとその競争者の協

調的行動により，当該商品の価格等をある程

度自由に左右することができる状態が容易に

現出し得るような場合，垂直型企業結合は，

一定の取引分野における競争を実質的に制限

することとなる。 

垂直型企業結合が協調的行動により一定の

取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなるか否かについては，次の(1)のように

垂直型企業結合後に当事会社グループと競争

者が協調的な行動をとりやすくなる程度を検

討し，その上で(2)の判断要素も勘案して判断

する。 

  (1) 垂直型企業結合後に協調的行動がとりや

すくなる場合 

    垂直型企業結合後，川下市場の当事会社

（図３のＢ社）は，川上市場の当事会社（Ａ

社）を通じて，川上市場の当事会社（Ａ社）

と取引のある川下市場の競争者（Ｙ社）の

競争上の重要な秘密情報を入手することが

可能となる場合がある。同様に，垂直型企

業結合後，川上市場の当事会社（図５のＡ

社）は，川下市場の当事会社（Ｂ社）を通じ

て，川下市場の当事会社（Ｂ社）と取引の

ある川上市場の競争者（Ｘ社）の競争上の

重要な秘密情報を入手することが可能とな

る場合がある。 

このように垂直型企業結合後に当事会社

（新設） 



48 

グループが競争者の秘密情報を入手する結

果，川下市場又は川上市場において，当事

会社グループと競争者間で協調的に行動す

ることが高い確度で予測できるようにな

り，協調的な行動をとりやすくなり，競争

を実質的に制限することとなる場合があ

る。 

また，垂直型企業結合後，当事会社グル

ープによる投入物閉鎖又は顧客閉鎖によっ

て競争単位の数が減少する結果，川下市場

又は川上市場において，当事会社グループ

と競争者が協調的な行動をとりやすくなる

場合がある。 

  (2) 競争圧力等の考慮 

    垂直型企業結合が協調的行動により一定

の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなるか否かについては，前記アに

おける協調的行動がとりやすくなる程度の

ほか，前記第４の３(1)～(3)並びに２(7)及

び(8)の各判断要素について，当該部分に準

じて判断する。 

第６ 混合型企業結合による競争の実質的制限 

 １ 基本的考え方等 

  (1) 基本的考え方 

    前記第３の２のとおり，混合型企業結合

は，一定の取引分野における競争単位の数

を減少させないので，水平型企業結合に比

べて競争に与える影響は大きくなく，市場

の閉鎖性・排他性，潜在的競争の消滅，協

調的行動等の問題を生じない限り，通常，

一定の取引分野における競争を実質的に制

限することとなるとは考えられない。混合

型企業結合についても，単独行動による競

争の実質的制限と協調的行動による競争の

実質的制限の２つの観点から検討される。

  (2) 競争を実質的に制限することとならない

場合 

（新設） 
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    前記第５の１(2)の垂直型企業結合と同

様に判断する。 

 ２ 単独行動による競争の実質的制限 

混合型企業結合後，当事会社それぞれの商

品を技術的に組み合わせる（注 15）などして

市場に供給すること，又は当事会社それぞれ

の商品を契約上組み合わせて市場に供給した

り，当事会社の商品をそれぞれ単独で供給す

る場合の価格の合計額よりも一括して供給す

る場合の価格を低い水準に設定して供給する

こと（以下「組合せ供給」という。）などによ

り，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる場

合がある。また，混合型企業結合の一方当事

会社が具体的な参入計画を有していないとし

ても，仮に他方当事会社の商品市場や地域市

場に参入した場合に他方当事会社の有力な競

争者となることが見込まれる場合には，企業

結合により一方当事会社の新規参入の可能性

を消滅させることとなる結果，当事会社グル

ープが当該商品の価格等をある程度自由に左

右することができる状態が容易に現出し得る

場合がある。 

混合型企業結合が単独行動により一定の取

引分野における競争を実質的に制限すること

となるか否かについては，次の(1)に基づき市

場の閉鎖性・排他性の問題が生じる程度を検

討し，また，(2)に基づき有力な潜在的競争者

との企業結合による競争に与える影響の程度

を検討し，その上で(3)の判断要素も勘案して

判断する。 

    （注 15）例えば，一方当事会社の商品と他方

当事会社の商品が接続するなどして使

用される場合，各当事会社の商品の接

続等のための仕様を工夫したり，接続

等に必要な情報の開示を制限するなど

により，一方当事会社の商品について

他方当事会社の商品のみ接続等して使
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用できる（100％の性能を発揮できる）

ようにすることなど。 

  (1) 市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる場

合 

   ア 組合せ供給を行う場合 

     需要者が同一である別の商品（図６の

甲商品及び乙商品）について，一方当事

会社（Ａ社）が甲商品を，他方当事会社

（Ｂ社）が乙商品をそれぞれ市場に供給

している場合に，企業結合後に当事会社

グループが甲商品及び乙商品を組合せ供

給することにより，市場における競争者

の競争力が減退し，これら競争者が市場

から退出し，又はこれらの競争者からの

牽制力が弱くなる場合がある。また，こ

のような状況では，潜在的競争者にとっ

て参入が困難となり，又は参入のインセ

ンティブが低下する場合がある。 

このように，組合せ供給によって市場

の閉鎖性・排他性の問題が生じる場合が

ある。市場の閉鎖性・排他性の問題をも

たらす組合せ供給を混合型市場閉鎖とい

う。 

（図６） 

 混合型市場閉鎖が行われるか否かは，

当事会社グループが混合型市場閉鎖を行

う能力があるか否か，当事会社グループ

が混合型市場閉鎖を行うインセンティブ

があるか否かを考慮して検討することと

なる。 
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例えば，甲商品を供給する一方当事会

社（Ａ社）の市場における地位が相当程

度高く，甲商品及び他方当事会社（Ｂ社）

の乙商品の補完性の程度も高い場合にお

いては，甲商品と乙商品を組合せ供給す

ることにより，乙商品を供給する他方当

事会社（Ｂ社）の市場における地位が高

まり，乙商品の市場の競争者（Ｙ社）の競

争力が減退し，これら競争者からの牽制

力が弱くなる程度が大きくなり，乙商品

市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる蓋

然性が大きくなると考えられる。 

また，上記の場合において，乙商品の

市場規模が大きく，利益率も高いような

ときには，組合せ供給により当事会社グ

ループの利益が増加する可能性が高くな

ると考えられる。 

  イ 秘密情報の入手 

    当事会社グループがそれぞれ供給する甲

商品及び乙商品について，技術的要因によ

り相互接続性を確保するために，甲商品の

供給者と乙商品の供給者が競争上の重要な

秘密情報を交換する必要がある状況等にお

いて，混合型企業結合後，甲商品を供給す

る一方当事会社（図７のＡ社）が，乙商品

を供給する他方当事会社（Ｂ社）を通じて，

自社の競争者（Ｘ社）の競争上の重要な秘

密情報を入手し，当該情報を自己に有利に

用いることにより，一方当事会社の競争者

（Ｘ社）の競争力が減退し，これら競争者

からの牽制力が弱くなるような場合には，

一方当事会社（Ａ社）の市場において市場

の閉鎖性・排他性の問題が生じる場合があ

る 
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（図７） 

  (2) 潜在的競争者との企業結合 

    混合型企業結合の一方当事会社が具体的

な参入計画を有していないとしても，仮に

他方当事会社の商品市場や地域市場に参入

した場合に他方当事会社の有力な競争者に

なることが見込まれる場合には，当該企業

結合が一方当事会社の新規参入の可能性を

消滅させることによって競争に及ぼす影響

が大きい。 

例えば，ある市場において既に事業を行

う会社（Ａ社）が，その事業を行っていな

いがデータ等の重要な投入財を有し，当該

市場に参入した場合に有力な競争者となる

ことが見込まれる会社（Ｂ社）と混合型企

業結合を行うことにより，その会社（Ｂ社）

の新規参入の可能性を消滅させる場合に

は，競争に与える影響は大きい（注 16）。

データの競争上の重要性や有力な潜在的

競争者となるかの評価に当たっては，①一

方当事会社（Ｂ社）がどのような種類のデ

ータを保有・収集しているのか，②一方当

事会社（Ｂ社）がどの程度の量のデータを

保有しており，日々どの程度広い範囲から

どの程度の量のデータを収集しているの

か，③一方当事会社（Ｂ社）がどの程度の

頻度でデータを収集しているのか，④一方

当事会社（Ｂ社）が保有・収集するデータ

が，他方当事会社（Ａ社）の商品市場にお
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けるサービス等の向上にどの程度関連する

のか，といった点を考慮に入れる。また，

他方当事会社（Ａ社）の商品市場の競争者

（Ｘ社）が入手可能なデータと比較して，

一方当事会社（Ｂ社）が保有・収集するデ

ータが上記①～④の観点からどの程度優位

性があるのかを考慮に入れる。 

   （注 16）データに限らず，知的財産権等の

競争上の重要な投入財についてもデ

ータの考え方に準じて判断する。 

  (3) 競争圧力等の考慮 

    混合型企業結合が単独行動により一定の

取引分野における競争を実質的に制限する

こととなるか否かについては，前記(1)にお

ける市場の閉鎖性・排他性の程度，前記(2)

における潜在的競争の消滅による競争に与

える影響の程度のほか，前記第４の２(1)～

(8)の判断要素について，当該部分に準じて

判断する。 

 ３ 協調的行動による競争の実質的制限 

   混合型企業結合が協調的行動により一定の

取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととなるか否かについては，前記２(1)イのよ

うに当事会社グループが競争者の秘密情報を

入手する場合や，混合型市場閉鎖によって競

争単位の数が減少する場合に，混合型企業結

合後に当事会社グループと競争者が協調的な

行動をとりやすくなるか否かを検討し，その

上で前記第４の３(1)～(3)並びに２(7)及び

(8)の判断要素について，当該部分に準じて判

断する。 

第７ 競争の実質的制限を解消する措置 

１～２ （略） 

（付） 禁止期間の短縮について 

法第 10 条第８項（法第 15 条第３項，

第６ 競争の実質的制限を解消する措置 

１～２ （略） 

（付） 禁止期間の短縮について 

法第 10 条第８項（法第 15 条第３項，
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法第 15 条の２第４項，法第 15 条の３第

３項及び法第 16 条第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）において，

会社は，届出受理の日から 30日を経過す

るまでは株式取得等（株式取得，合併，共

同新設分割，吸収分割，共同株式移転及

び事業等の譲受けをいう。以下同じ。）を

してはならないと規定されている。しか

し，同項において，公正取引委員会は，必

要があると認める場合には，当該期間を

短縮することができる旨規定されてい

る。この禁止期間の短縮は，次の①及び

②の要件を満たしている場合に認めるこ

とができるものとする。 

① 一定の取引分野における競争を実質

的に制限することとはならないことが

明らかな場合 

前記第４の１(3)，第５の１(2)及び

第６の１(2)に該当する案件について

は，これに該当する場合が多いと考え

られる。 

② 禁止期間を短縮することについて届

出会社が書面で申し出た場合 

法第 15 条の２第４項，法第 15 条の３第

３項及び法第 16 条第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）において，

会社は，届出受理の日から 30日を経過す

るまでは株式取得等（株式取得，合併，共

同新設分割，吸収分割，共同株式移転及

び事業等の譲受けをいう。以下同じ。）を

してはならないと規定されている。しか

し，同項において，公正取引委員会は，必

要があると認める場合には，当該期間を

短縮することができる旨規定されてい

る。この禁止期間の短縮は，次の①及び

②の要件を満たしている場合に認めるこ

とができるものとする。 

① 一定の取引分野における競争を実質

的に制限することとはならないことが

明らかな場合 

前記第４の１(3)及び第５の１(3)に

該当する案件については，これに該当

する場合が多いと考えられる。 

② 禁止期間を短縮することについて届

出会社が書面で申し出た場合 
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＜企業結合審査のフローチャート＞ 

55

株式保有，役員の兼任，合併，分割，共同株式移転，事業譲受け等の行為類型ごとに検討

例：企業結合集団に属する会社等が保有する株式に係る議決権を

合計した割合が 50％超 又は 20％超かつ同割合の順位が単独

第１位 

  兼任役員が双方に代表権を有する          等

例：議決権保有比率が 10％以下 かつ役員兼任なし 

  同一の企業結合集団に属する会社の合併，事業 

譲受け                 等 

対象となる 対象とならない

 企業結合審査の対象となるか否かの判断 

当事会社グループが行っている事業すべてについて，取引対象商品の範囲，地理的範囲等をそれぞれ画定する。一定の取引

分野の画定に当たっては，基本的には，需要者にとっての代替性の観点から，また，必要に応じて供給者にとっての代替性の

観点からも判断することとなる。

一定の取引分野の画定 

直ちに一定の取引分野における競争

を実質的に制限することとはならな

いとの判断

排除措置の対象 

問題解消措置

画定された一定の取引分野ごとに競争を実質的に制限することとなるか否かを判断 

【水平型】①ＨＨＩ1,500 以下 ②ＨＨＩ1,500 超 2,500 以下かつＨＨＩ増分 250 以下   

又は ③ＨＨＩ2,500 超かつＨＨＩ増分 150 以下  該当する

問題なし
問題あり

各 要 素 を 総 合 勘 案

単独・協調とも問題がない

場合に限る。

問題あり

一定の取引分野における競争を実質的に制限す
ることとなるとの判断

各 要 素 を 総 合 勘 案 

２つの観点から検討 

単独行動による競争の実質的制限についての検討

以下は水平型の場合。垂直・混合型は本文参照。

【当事会社グループの地位及び競争者の状況】

･市場シェア及びその順位

･当事会社間の従来の競争の状況等

･競争者の市場シェアとの格差

･競争者の供給余力及び差別化の程度

【輸入】

制度上の障壁の程度，輸入に係る輸送費用の程度や流

通上の問題，輸入品との代替性の程度，海外の供給可

能性の程度

【参入】

制度上・実態面での参入障壁の程度，参入者の商品と

の代替性の程度，参入可能性の程度

【その他】

・隣接市場からの競争圧力・需要者からの競争圧力

・総合的な事業能力 ・効率性 ・経営状況 等

協調的行動による競争の実質的制限についての検討

以下は水平型の場合。垂直・混合型は本文参照。

【当事会社グループの地位及び競争者の状況】

･競争者の数等

･当事会社間の従来の競争の状況等

･競争者の供給余力

【取引の実態等】

取引条件，需要動向，技術革新の動向，過去の

競争の状況 等

【その他】

･輸入，参入，隣接市場，需要者からの競争圧力

･効率性及び当事会社グループの経営状況 等

問題なし

【垂直・混合型】①市場シェア 10％以下 又は ②ＨＨＩ2,500 以下かつ市場シェア 25％以下 
該当する

該当しない

該当しない

改 定 後
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＜企業結合審査のフローチャート＞ 

56

株式保有，役員の兼任，合併，分割，共同株式移転，事業譲受け等の行為類型ごとに検討

例：企業結合集団に属する会社等が保有する株式に係る議決権を

合計した割合が 50％超 又は 20％超かつ同割合の順位が単独

第１位 

  兼任役員が双方に代表権を有する          等

例：議決権保有比率が 10％以下 かつ役員兼任なし 

  同一の企業結合集団に属する会社の合併，事業 

譲受け                 等 

対象となる 対象とならない

 企業結合審査の対象となるか否かの判断 

当事会社グループが行っている事業すべてについて，取引対象商品の範囲，地理的範囲等をそれぞれ画定する。一定の取引

分野の画定に当たっては，基本的には，需要者にとっての代替性の観点から，また，必要に応じて供給者にとっての代替性の

観点からも判断することとなる。

一定の取引分野の画定 

直ちに一定の取引分野における競争

を実質的に制限することとはならな

いとの判断

排除措置の対象 

問題解消措置

画定された一定の取引分野ごとに競争を実質的に制限することとなるか否かを判断 

【水平型】①ＨＨＩ1,500 以下 ②ＨＨＩ1,500 超 2,500 以下かつＨＨＩ増分 250 以下   

又は ③ＨＨＩ2,500 超かつＨＨＩ増分 150 以下  該当する

問題なし
問題あり

各 要 素 を 総 合 勘 案

単独・協調とも問題がない

場合に限る。

問題あり

一定の取引分野における競争を実質的に制限す
ることとなるとの判断

各 要 素 を 総 合 勘 案 

２つの観点から検討 

単独行動による競争の実質的制限についての検討

【当事会社グループの地位及び競争者の状況】

･市場シェア及びその順位

･当事会社間の従来の競争の状況等

･競争者の市場シェアとの格差

･競争者の供給余力及び差別化の程度

【輸入】

制度上の障壁の程度，輸入に係る輸送費用の程度や流

通上の問題，輸入品との代替性の程度，海外の供給可

能性の程度

【参入】

制度上・実態面での参入障壁の程度，参入者の商品と

の代替性の程度，参入可能性の程度

【その他】

・隣接市場からの競争圧力・需要者からの競争圧力

・総合的な事業能力 ・効率性 ・経営状況 等

協調的行動による競争の実質的制限についての検討

【当事会社グループの地位及び競争者の状況】

･競争者の数等

･当事会社間の従来の競争の状況等

･競争者の供給余力

【取引の実態等】

取引条件，需要動向，技術革新の動向，過去の

競争の状況 等

【その他】

･輸入，参入，隣接市場，需要者からの競争圧力

･効率性及び当事会社グループの経営状況 等

問題なし

【垂直・混合型】①市場シェア 10％以下 又は ②ＨＨＩ2,500 以下かつ市場シェア 25％以下 
該当する

該当しない

該当しない

現 行



別紙２

１ 

 「企業結合審査の手続に関する対応方針」新旧対照表 

下線部が変更箇所 

改 定 後 現 行 

企業結合審査の手続に関する対応方針 

平成２３年６月１４日

公 正 取 引 委 員 会

改定 平成２７年４月 １日

改定 平成３０年９月２６日

改定 令和 元年●月 ●日

１（略） 

２ 届出前相談 

企業結合計画に関し，独占禁止法第１０条

第２項（同条第５項の規定によりみなして適

用する場合を含む。），第１５条第２項，第１

５条の２第２項及び第３項，第１５条の３第

２項並びに第１６条第２項の規定に基づく当

委員会に対する届出を予定する会社（以下「届

出予定会社」という。）は，当該届出を行う前

に，当委員会に対し，当該企業結合計画に関す

る相談（以下「届出前相談」という。）を行う

ことができる。届出前相談において，届出予定

会社は，届出書の記載方法等に関して相談す

ることができる（届出前相談窓口は，別紙届出

書提出先）（注１）。 

例えば，届出書には企業結合を行う会社（以

下「当事会社」という。）の国内の市場におけ

る地位を記載する項目があるところ，その記

載を行うため，一定の取引分野に関する当委

員会の考え方について，届出予定会社が当委

員会に対し相談するなど，届出予定会社から

届出書に記載すべき内容に関連した相談が当

委員会に寄せられた場合には，当委員会は，当

企業結合審査の手続に関する対応方針 

平成２３年６月１４日

公 正 取 引 委 員 会

改定 平成２７年４月 １日

   改定 平成３０年９月２６日

１（略） 

２ 届出前相談 

企業結合計画に関し，独占禁止法第１０条

第２項（同条第５項の規定によりみなして適

用する場合を含む。），第１５条第２項，第１

５条の２第２項及び第３項，第１５条の３第

２項並びに第１６条第２項の規定に基づく当

委員会に対する届出を予定する会社（以下「届

出予定会社」という。）は，当該届出を行う前

に，当委員会に対し，当該企業結合計画に関す

る相談（以下「届出前相談」という。）を行う

ことができる。届出前相談において，届出予定

会社は，届出書の記載方法等に関して相談す

ることができる（届出前相談窓口は，別紙届出

書提出先）（注１）。 

例えば，届出書には届出会社等の国内の市

場における地位を記載する項目があるとこ

ろ，その記載を行うため，一定の取引分野に関

する当委員会の考え方について，届出予定会

社が当委員会に対し相談するなど，届出予定

会社から届出書に記載すべき内容に関連した

相談が当委員会に寄せられた場合には，当委

員会は，当該相談に対する説明を行うために
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該相談に対する説明を行うために必要な情報

を届出予定会社から聴取するなどした上で，

「企業結合審査に関する独占禁止法の運用方

針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会。

以下「企業結合ガイドライン」という。）及び

過去の事案で示した考え方に照らし，その時

点での情報に基づき可能な範囲で説明を行う

こととする。 

また，届出予定会社は，届出前相談に対する

適切な説明を得るために必要と思われる資料

を当委員会に提出することができる。 

なお，届出前相談における届出予定会社と

当委員会とのやりとりを踏まえて届出後の審

査が行われることとなるが，届出後の審査に

おいて，届出前相談における当委員会の説明

が修正されることがある。 

  (注１) （略） 

３ 第１次審査（注２） 

(1) 届出書の受理 

   企業結合計画に関し，当委員会に届出を

行う会社（以下「届出会社」という。）が企

業結合計画の届出書を当委員会に提出し，

当委員会がこれを受理すると，当委員会は，

第１次審査を開始する。 

   企業結合計画の届出書の様式及び届出に

必要な書類については，私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律第９条から

第１６条までの規定による認可の申請，報

告及び届出等に関する規則（昭和２８年公

正取引委員会規則第１号。以下「届出規則」

という。）第２条の６，第５条，第５条の２，

第５条の３及び第６条において規定されて

いる。当委員会は，これらの規定に基づき提

出された届出書を受理したときは，届出規

必要な情報を届出予定会社から聴取するなど

した上で，「企業結合審査に関する独占禁止法

の運用方針」（平成１６年５月３１日公正取引

委員会。以下「企業結合ガイドライン」とい

う。）及び過去の事案で示した考え方に照ら

し，その時点での情報に基づき可能な範囲で

説明を行うこととする。 

また，届出予定会社は，届出前相談に対する

適切な説明を得るために必要と思われる資料

を当委員会に提出することができる。 

なお，届出前相談における届出予定会社と

当委員会とのやりとりを踏まえて届出後の審

査が行われることとなるが，届出後の審査に

おいて，届出前相談における当委員会の説明

が修正されることがある。 

(注１) （略） 

３ 第１次審査（注２） 

(1) 届出書の受理 

   届出会社が企業結合計画の届出書を当委

員会に提出し，当委員会がこれを受理する

と，当委員会は，第１次審査を開始する。

   企業結合計画の届出書の様式及び届出に

必要な書類については，私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律第９条から

第１６条までの規定による認可の申請，報

告及び届出等に関する規則（昭和２８年公

正取引委員会規則第１号。以下「届出規則」

という。）第２条の６，第５条，第５条の２，

第５条の３及び第６条において規定されて

いる。当委員会は，これらの規定に基づき提

出された届出書を受理したときは，届出規

則第７条第１項及び第２項に基づき，届出

会社に対し届出受理書を交付する。 
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則第７条第１項及び第２項に基づき，届出

会社に対し届出受理書を交付する。 

(注２) （略） 

(2)～(3)（略） 

４～５（略） 

６ 届出を要しない企業結合の計画に関する相

談 

(1) 企業結合を計画している会社からの相談

に対する対応 

国内売上高等が届出基準を満たさないため

に届出を要しない企業結合，又は届出の対象

となっていないために届出を要しない役員兼

任等の企業結合を計画している会社から，当

委員会に対し，当該企業結合の計画に関して，

具体的な計画内容を示して相談があった場合

には，上記２～５の手続に準じて対応するこ

ととする。 

(2) 対価の総額が大きい企業結合計画 

  当事会社のうち実質的に買収される会社

（以下「被買収会社」という。）（注５）の国

内売上高等に係る金額のみが届出基準を満

たさないために届出を要しない企業結合計

画（以下「届出不要企業結合計画」という。）

のうち，買収に係る対価の総額（注６）が大

きく，かつ，国内の需要者に影響を与えると

見込まれる場合には，競争に与える影響に

ついて精査するため，当委員会は当該届出

(注２) （略） 

(2)～(3)（略） 

４～５（略） 

６ 届出を要しない企業結合の計画に関する相

談 

  国内売上高等が届出基準を満たさないため

に届出を要しない企業結合，又は届出の対象

となっていないために届出を要しない役員兼

任等の企業結合を計画している会社から，当

委員会に対し，当該企業結合の計画に関して，

具体的な計画内容を示して相談があった場合

には，上記２～５の手続に準じて対応するこ

ととする。 

  なお，次の場合は，当該相談に関する審査を

中止する。 

(1) 当委員会が相談会社に求めた資料の提出

が行われなかった場合 

(2) 相談会社から相談の取下げの申出があっ

た場合 
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不要企業結合を計画している当事会社に対

し別添の資料等の提出を求め，企業結合審

査を行う。 

  このため，届出不要企業結合計画につい

て，買収に係る対価の総額が４００億円を

超えると見込まれ，かつ，以下の①から③の

いずれかを満たすなど当該届出不要企業結

合計画が国内の需要者に影響を与えると見

込まれる場合には，当該届出不要企業結合

計画の当事会社は，上記(1)に基づき当委員

会に相談することが望まれる（注７）。 

   ①被買収会社の事業拠点や研究開発拠

点等が国内に所在する場合 

   ②被買収会社が日本語のウェブサイト

を開設したり，日本語のパンフレット

を用いるなど，国内の需要者を対象に

営業活動を行っている場合 

   ③被買収会社の国内売上高合計額が１

億円を超える場合 

(注５) 被買収会社とは，例えば，株式取得の

場合は株式発行会社，吸収合併の場合は

吸収合併消滅会社，事業等の譲受けの場

合は事業等の譲渡をしようとする会社

を指す。 

(注６) 当該買収に係る対価の総額とは，当該

買収に関連して授受される金銭，株式，

証券，その他資産を合算したものとする

（将来的に授受される予定の金銭等を

含む）。 

(注７) 当該当事会社から相談がない場合に

は，当委員会は当該当事会社に別添の資

料等の提出を求め，企業結合審査を行

う。また，届出不要企業結合計画につい

て，買収に係る対価の総額が４００億円

以下の場合や，①から③のいずれも満た

（新設） 
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さない場合であっても，国内の競争に与

える影響について精査する必要がある

場合には，当委員会は当該届出不要企業

結合計画について企業結合審査を行う。

別紙 届出書提出先（略） 

別添 公正取引委員会が企業結合審査において
参考とする資料の例 

別紙 届出書提出先（略） 

別添 公正取引委員会が企業結合審査において
参考とする資料の例 
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企業結合ガイドラインの

該当箇所
資料の例 

第２－２
一定の取引分野

(商品の範囲)

・商品の概要（形状，特性等）

・原材料，製法，製造工程図 

・品質・性能や規格・方式によ

る商品の差異の程度 

・効用等が同種又は類似の商

品 

・商品別価格，取引数量の動き

・需要者の認識・行動の特徴 

・工場生産設備の概要（ライン

の切替可能性等） 

・関連する文献，調査・分析等

（以下全ての項目についても

同様。）

第２－３
一定の取引分野

(地理的範囲)

・事業を行っている国・区域

（当事会社及び競争者） 

・工場・事業所の所在地・事業

区域（当事会社及び競争者） 

・需要者の買い回る範囲，購買

行動 

・商品の特性 

・商品の輸送・提供手段，輸送

費用 

・国・地域別価格，取引数量の

動き 

・物流・商流

第４－２

(1) 

当事会社グルー

プの地位・競争

者の状況（市場

における競争の

状況等を含む。）

・市場規模（数量・金額）の推

移，需要予測 

・各当事会社（及び競争者）の

生産・出荷数量及び金額の推移

（用途別・需要部門別，自家消

費・外販別等） 

・当事会社の対象商品の売上

高（利益・コスト） 

・市場シェアの変動状況，当事

会社間の従来の競争状況 

・製品別販売価格の月別推移

（相対取引・市況の別，需要者

グループ別，流通経路別等） 

・価格決定の方法（販売促進費

用・リベートや広告宣伝費等）

・価格交渉の頻度，価格変更の

タイミングやその要因 

・商品別の流通経路図，経路別

流通数量・金額，販売組織，流

通系列化の状況 

・工場生産設備の概要（設備の

内容，生産能力・生産数量・供

企業結合ガイドラインの

該当箇所
資料の例 

第２－２
一定の取引分野

(商品の範囲)

・商品の概要（形状，特性等）

・原材料，製法，製造工程図 

・品質・性能や規格・方式によ

る商品の差異の程度 

・効用等が同種又は類似の商

品 

・商品別価格，取引数量の動き

・需要者の認識・行動の特徴 

・工場生産設備の概要（ライン

の切替可能性等） 

・関連する文献，調査・分析等

（以下全ての項目についても

同様。）

第２－３
一定の取引分野

(地理的範囲)

・事業を行っている国・区域

（当事会社及び競争者） 

・工場・事業所の所在地・事業

区域（当事会社及び競争者） 

・需要者の買い回る範囲，購買

行動 

・商品の特性 

・商品の輸送・提供手段，輸送

費用 

・国・地域別価格，取引数量の

動き 

・物流・商流

第４－２

(1) 

当事会社グルー

プの地位・競争

者の状況（市場

における競争の

状況等を含む。）

・市場規模（数量・金額）の推

移，需要予測 

・各当事会社（及び競争者）の

生産・出荷数量及び金額の推移

（用途別・需要部門別，自家消

費・外販別等） 

・当事会社の対象商品の売上

高（利益・コスト） 

・市場シェアの変動状況，当事

会社間の従来の競争状況 

・製品別販売価格の月別推移

（相対取引・市況の別，需要者

グループ別，流通経路別等） 

・価格決定の方法（販売促進費

用・リベートや広告宣伝費等）

・価格交渉の頻度，価格変更の

タイミングやその要因 

・商品別の流通経路図，経路別

流通数量・金額，販売組織，流

通系列化の状況 

・工場生産設備の概要（設備の

内容，生産能力・生産数量・供
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給余力の推移及びそれらの算

定方法，建設・計画中の設備の

内容・生産能力等） 

・輸出数量・輸出価格の推移

（価格形成要因，国内品との価

格差） 

・当事会社の製品ラインアッ

プの状況（製品カタログ等），他

社製品の概要（製品ラインアッ

プ，特色等） 

・商品差別化（ブランド，グレ

ード等）の状況，ブランドの評

価 

・保有又は使用許諾を有する

特許権，技術導入に関する提携

の内容 

・新製品の開発状況，研究開

発，技術開発の参入事例，量

（額），投資額（人員，施設の概

要等） 

・当該商品に係る国内外の技

術革新の速さや程度，商品陳腐

化の状況，売上高に占める研究

開発投資費の割合の推移

第４－２

(2) 
輸入 

・輸入数量・輸入価格の推移

（価格形成要因，国内品との価

格差） 

・国際的取引に係る関税その

他の税制や法制度上の規制の

有無・内容 

・輸入品の価格・品質・技術，

輸入に係る費用・設備（物流・

貯蔵設備等） 

・輸入品の輸出国の需要動向・

輸出余力，海外における有力な

事業者の概要 

・今後の輸出入の予測

第４－２

(3) 
参入 

・許認可等の法制度上の参入

規制の有無 

・実態面での参入障壁の有無

（参入に必要な生産設備の適

正規模と所要資金額，立地条

件，技術条件，原材料調達の条

件，販売面の条件等） 

・過去の参入事例及びその効

果 

・参入可能性のある事業者や

参入計画の有無，参入予定者の

事業計画

第４－２

(4)

隣接市場からの

競争圧力 

・隣接市場の競争状況及び隣

接市場における競争が一定の

取引分野における競争に与え

る影響の程度（競合品，隣接地

給余力の推移及びそれらの算

定方法，建設・計画中の設備の

内容・生産能力等） 

・輸出数量・輸出価格の推移

（価格形成要因，国内品との価

格差） 

・当事会社の製品ラインアッ

プの状況（製品カタログ等），他

社製品の概要（製品ラインアッ

プ，特色等） 

・商品差別化（ブランド，グレ

ード等）の状況，ブランドの評

価 

・保有又は使用許諾を有する

特許権，技術導入に関する提携

の内容 

・新製品の開発状況，研究開

発，技術開発の参入事例，量

（額），投資額（人員，施設の概

要等） 

・当該商品に係る国内外の技

術革新の速さや程度，商品陳腐

化の状況，売上高に占める研究

開発投資費の割合の推移

第４－２

(2) 
輸入 

・輸入数量・輸入価格の推移

（価格形成要因，国内品との価

格差） 

・国際的取引に係る関税その

他の税制や法制度上の規制の

有無・内容 

・輸入品の価格・品質・技術，

輸入に係る費用・設備（物流・

貯蔵設備等） 

・輸入品の輸出国の需要動向・

輸出余力，海外における有力な

事業者の概要 

・今後の輸出入の予測

第４－２

(3) 
参入 

・許認可等の法制度上の参入

規制の有無 

・実態面での参入障壁の有無

（参入に必要な生産設備の適

正規模と所要資金額，立地条

件，技術条件，原材料調達の条

件，販売面の条件等） 

・過去の参入事例及びその効

果 

・参入可能性のある事業者や

参入計画の有無，参入予定者の

事業計画

第４－２

(4)

隣接市場からの

競争圧力 

・隣接市場の競争状況及び隣

接市場における競争が一定の

取引分野における競争に与え

る影響の程度（競合品，隣接地
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(注１) 上記はあくまでも例示であり，これに

限定されるものではない。 

(注２) 市場規模，価格，数量，市場シェア等

の推移については，一般的には３～５年

分程度を提出することが望ましいが，事

案の内容，取引の特性や入手可能なデー

タの有無等によって，推移をみるべき期

間は異なり得る。 

    なお，このようなデータの収集源とし

ては，政府統計，業界団体の統計，市場

調査機関の資料，ＰＯＳデータ（消費者

向けの商品の場合）などが考えられる。

(注３) 上表の各項目に係る当事会社の認識

を確認するために，当事会社の内部文書

（例えば，当事会社の取締役会等の各種

会議等で使用された資料や議事録等，当

域） 

第４－２

(5)

需要者からの競

争圧力 

・主要需要者名（所在地，販売

数量・金額の推移） 

・主要な需要者規模別販売先

（大口・小口需要者）及び取引

関係（販売数量〔金額〕の推移，

取引方法等） 

・需要者間の競争状況 

・取引先の変更容易性（取引先

の切替費用，ユーザーの複数購

買の状況，取引先の切替例等）

第４－２

(7)
効率性 

・企業結合に伴う合理化・効率

化計画及び経済的効果の内容，

算定根拠（規模の経済性，生産

設備の統合，工場の専門化，輸

送費用の軽減，研究開発の効率

性等） 

・当該企業結合を決定するに

至るまでの内部手続に係る文

書，効率性に関する株主及び金

融市場に対する説明資料等 

・効率性向上による価格低下・

品質向上・新商品提供等に係る

過去の実績

第４－２

(8)

当事会社グルー

プの経営状況 

・業績不振に陥っている当事

会社に係る財務状況 

・業績不振に陥っている当事

会社を救済することが可能な

他の事業者との交渉の状況

(注１) 上記はあくまでも例示であり，これに

限定されるものではない。 

(注２) 市場規模，価格，数量，市場シェア等

の推移については，一般的には３～５年

分程度を提出することが望ましいが，事

案の内容，取引の特性や入手可能なデー

タの有無等によって，推移をみるべき期

間は異なり得る。 

    なお，このようなデータの収集源とし

ては，政府統計，業界団体の統計，市場

調査機関の資料，ＰＯＳデータ（消費者

向けの商品の場合）などが考えられる。

（新設） 

域） 

第４－２

(5)

需要者からの競

争圧力 

・主要需要者名（所在地，販売

数量・金額の推移） 

・主要な需要者規模別販売先

（大口・小口需要者）及び取引

関係（販売数量〔金額〕の推移，

取引方法等） 

・需要者間の競争状況 

・取引先の変更容易性（取引先

の切替費用，ユーザーの複数購

買の状況，取引先の切替例等）

第４－２

(7)
効率性 

・企業結合に伴う合理化・効率

化計画及び経済的効果の内容，

算定根拠（規模の経済性，生産

設備の統合，工場の専門化，輸

送費用の軽減，研究開発の効率

性等） 

・当該企業結合を決定するに

至るまでの内部手続に係る文

書，効率性に関する株主及び金

融市場に対する説明資料等 

・効率性向上による価格低下・

品質向上・新商品提供等に係る

過去の実績

第４－２

(8)

当事会社グルー

プの経営状況 

・業績不振に陥っている当事

会社に係る財務状況 

・業績不振に陥っている当事

会社を救済することが可能な

他の事業者との交渉の状況
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事会社が企業結合の検討及び決定に当

たり企業結合の効果等について検討・分

析した資料，企業結合の検討に関与した

当事会社職員等の電子メール等）の提出

を求めることがある。 

（参考）企業結合審査のフローチャート（略） （参考）企業結合審査のフローチャート（略）
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